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平成 7年 12月 13日午前 10時間議

日程第 1 行政一般通告質問

開 議午前 10時o3分

。副議長(山中金治郎君) 本日の出席議員数23名、これより第 4回市議会

定例会第 2日目の会議を聞きます。

本日の議事はお手元に配付の日程表により行います。

行政一般通告質問

。副議長(山中金治郎君) 日程第 1、これより通告による行政一般質問を

行います。

締め切り日の12月8日正午までに提出のありました議員、要旨及びその順

序はお手元に配付のとおりであります。

これより順次質問を行います。

この際申し上げます。通告質問者は以上のとおりであり、他に関連質問等

の発言もあろうかと思いますが、本日は通告者のみといたします。発言の方

法は、最初の発言を20分以内とし、執行当局の答弁は時間外、再質問は答弁

を含めて30分以内といたします。

これより順次発言を願います。

6番議員鈴木順子さん。御登壇願います。

(6番議員鈴木順子君登壇)

。 6番(鈴木順子君) おはようございます。私は通告をいたしました 2点

について質問をいたします。

まず 1点目の質問ですが、この問題につきましては、私を含めまして何人

かの議員が今まで常に質問の対象にしてまいりました病院建設について伺っ

てまいります。多くの住民がこの地域に24時間体制の高度医療を伴った病院

が欲しいと願っていることはだれもが承知をしているわけでありますが、だ

からこそ、再三にわたってこの問題が議会において取りざたをされてきたと

ころであると思います。
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そんな状況の中、安房医師会が出しました新病院構想に対しまして、館山

市が土地の提供を決めました。また、地元青年会議所が中心となって、早期

建設に向けての署名活動を行ってまいったことは御承知のとおりでございま

す。このような動きが出始めましたころから、市民の間ではやっと病院がで

きるようだとの喜びの声が聞こえるようになりました。しかし一方では、ど

ういう病院ができるのだろうか、本当にできるのだろうかとの不安の声も聞

かれ始めてまいったのも事実でございます。

そこで、私は独自に、私たちが今置かれています医療について、また病院

建設の計画についての考え方などにつきまして聞き取りをしてまいりました。

その結果によりますと、私たちが暮らしているこの房総では、医療に対して

住民がいかに不安を持ちながら生活をしているのかということを改めて認識

をさせられました。それは、 24時間体制でどんな病状でもすぐに受診ができ

る病院が欲しいという常々言われていることでありました。

では、具体的にどういう病院建設を望んでいるのかという問いかけには、

鴨川市内にあります亀田総合病院と同レベルであるものを望むという声が返

ってまいりました。しかし、この件につきましては、この場でも市当局がお

答えをしているように、かなわないということだけははっきりとしているわ

けです。それでもなお望みを捨てられない住民の気持ちに対してどうこたえ

ていったらいいのか、悩みが大きいわけです。

千葉県が出しました安房地域保健医療計画、この地域の住民の要望を認識

していることはこの計画でわかりますが、この計画の根本の問題点として、

県北の過密地域と違いまして、安房郡という地域は非常に広いわけですから、

人口数で病院の必要性を計算されてしまうのは、我々にとっては非常に不公

平であると言わざるを得ません。この件については、私は県に対して是正を

求めていくようにとこの場で要望をしてまいりました。私たちの命の問題を

真剣に考えていただかなければならないと思います。

そんな中、かねてから取りざたをされていた安房医師会病院の建設計画が

具体化をしつつある状況にあるとお聞きをするところですが、私どもの耳に

入ってくるものとしては、果たして住民の期待に十分こたえられるものなの
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だろうかという疑念がわいてきてしまうわけです。

そこで、この際お伺いをしていかなければならないのは、安房医師会病院

の建設計画はどういう状況にあるのでしょうか。そして、この病院建設に対

して、市は住民の要望をどうとらえているのか、その要望をどのような方法

で把握をしているのか、お伺いをいたします。そして、計画をされています

病院はどの程度の内容となるのか、機能を備えているのか、具体化されてい

ればお答えをいただきたいと思います。私どもは住民の納得のいく内容で建

設をされていってほしいと願うわけですが、市が現在把握されている計画で

住民の要望にこたえられるものと判断をされているのかどうか、お伺いをし

てまいりたいと思います。

次に、 2点目の質問に移ります。在宅の高齢者に対しまして通所事業がで

きないか、お伺いをいたします。在宅の高齢者に対しましては、現在デイサ

ービスや集団リハビリなどで家から外へ出る機会などが得られるようになり

ました。しかし、その数はまだまだ少なく、十分とは言えておりません。今

まで家の中に閉じこもっていた方々にとっては、心のケアもでき、その日の

来るのを待ち遠しく思っているのが実態のようです。また、在宅高齢者を介

護する人々にとっても、つかの聞の休養がとれるわけですから、大変こうい

う方々にはありがたい事業であると言えます。

こういった状況の中から、私どもの周りでは民間施設、病院などでデイケ

アサービスが開始をされておりますが、私はこの際、公的な立場での在宅高

齢者の社会参加、あるいは介護をされている方に一休みをさせる意味での通

所事業ができないものかと思っております。よく一般的に言われております

託老所のような事業ができないかとお伺いをしていきたいと思います。

介護を受けている方を対象とするには、治療面でのケアなど、問題も大変

多いかと思いますが、特に痴呆老人を抱えた家族にとっては、一日じゅう身

も心も休む暇もなく、大変な状況にあるわけですから、工夫をしながらの事

業実施がされることによりまして、お互いが少しはゆとりを持って暮らして

いけるのではないでしょうか。この問題につきまして市当局がどのようにお

考えになっているのか、お伺いをいたしたいと思います。
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以上が質問の内容でございますが、御答弁によりまして再質問をさせてい

ただきます。

。副議長(山中金治郎君) 圧司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの鈴木順子議員の御質問にお答えいたしま

す。

第 1点目、安房医師会病院建設についての御質問でございますが、市民意

識調査等におきまして、医療施設の整備に対する要望が強いと認識しており

ます。館山市といたしましても、救急医療体制を備えた病院が必要であると

考えております。

新病院の機能についての御質問でございますが、新病院は、地域中核病院

として機能強化を図り、かっ救急センターを併設した計画と伺っております。

なお、千葉県におきましては、館山保健所管内を対象とした 3次救急医療

機関に準じた医療機関の必要性、安房医師会病院の整備充実を安房地域保健

医療計画に位置づけております。

次の第 2点目、在宅高齢者の適所事業として、新たに軽度の痴呆性老人等

を対象にした託老所を設置できないかとの御質問でございますが、館山市と

いたしましては、老人保健福祉計画に基づきまして通所事業の充実に努めて

まいりたいと考えておりますので、国の制度の確立がなされておりません託

老所の設置につきましては現在のところ考えておりません。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 6番鈴木さん。

。6番(鈴木順子君〉 それでは、再質問させていただきます。

私どもの調査によりますと、実際に病院に対しまして住民が、市民が一番

要望しているのは、救急救命ができるのかどうか、あるいは救急だけなのか

という部分ではないかというふうになっております。そこで、我々は亀田病

院をいつも引き合いに出しておりますけれども、やはり住民にとっては亀田

病院のようなというようなことが事実なわけです。

1つお聞きをいたしますが、お話によりますと、まだまだ具体化をされて
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三

三
三主
主主

いるわけではないというふうにお聞きをしておりますから、わからない点も

あるかと思いますが、市当局の方で把握をしている限りで結構ですから、現

在の亀田病院とはこの部分が違うんだよというようなことがわかりましたら

お伺いをいたしたいと思います。亀田病院というのはいわゆる 3次医療施設

というふうに伺っておりますが、今の市長の答弁によりますと、 3次に準じ

た医療計画がされるということでありますので、その辺の準じたという部分

がどの程度なのかということをお聞きをいたしたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 千葉県の救急医療体制がありますけれども、

その体制の中には 3ランク分かれております。第 1次の救急医療体制、それ

と第2次、そして亀田の病院のような第 3次の救急医療体制ということで、

体制がとられているわけです。その中の位置づけとして、今回安房医師会が

計画されております体制は、第 2次救急医療体制をさらに機能アップさせた

内容であるというとらえ方で今現在検討中ということで伺っているわけです。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 6番鈴木さん。

。6番(鈴木順子君) こういう第 2次医療だ、第 3次医療だというような

議論をこの場でいたしておりましでも、実際住民にとっては、 2次医療って

何だろう、 3次医療って何だろうというような考えが、疑問が浮かぶわけで

す。 2次医療と 3次医療の違いって何でしょうか。

。副議長(山中金治郎君) 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) まず、第 3次救急医療、これは亀田病院の

ような救急救命センターを備えた病院。そして、前方支援といいますか、そ

の前の第 2次救急医療体制、これは第 3次救急医療体制の機関の一部を備え

たものということで理解をしているわけでございます。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 6番鈴木さん。

。6番(鈴木順子君) 私どもは余り頭がよくないものですから、そういう

ことを言われてもよくわからないんですが、具体的に 3次医療は頭部の切開
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手術ができるけれども、 2次医療はできないよとか、そういうふうな具体的

なお答えをいただけると非常にありがたいと思います。その辺をもしそちら

の方で把握していれば、おわかりになれば、お答えをお願いしたいというこ

とが 1っと、現在私たち市民が市内にあります病院ではかかり切れない病気

というんですか、そういう症状、例えば、今私の方から発言しましたように、

頭部の切開手術などは現在では市内の病院ではできないというふうに思って

おりますが、この際お聞きをしていきたいと思うんですが、近年脳梗塞であ

るとか、脳障害の病気というのが非常にふえているということが社会的に言

われておりますが、私たちの周り、安房郡でもいいですし、市内の状況がわ

かれば一一どちらでも結構なんですが、どのような病気が原因で亡くなって

しまったというか、亡くなった場合の病名はどういったものがあるのかをあ

わせてお伺いいたします。

。副議長(山中金治郎君) 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 死亡原因の内容ということでございますけ

れども、平成 6年度でとらえた内容を御説明申し上げます。一番多いのが心

疾患、これは 1年間で 145名の方が亡くなっております。 10万人に対して 2

71. 5人という結果です。それから、 2番目が悪性新生物一これはがんでご

ざいますけれども、死亡者が 131名、それから第 3位が脳血管疾患、これが

97名、それから 4番目にランクされております死亡原因で亡くなった方は肺

炎及び気管支炎、 38名の方が亡くなっております。こういった結果になって

おります。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 6番鈴木さん。

。 6番(鈴木順子君) 数年前までは断トツでがんが一番多かったわけです

が、最近、私どもの地域で言いますと、問題となっております安房医師会病

院の御協力によりますところの総合検診を受ける方が非常に多くなってきて

いるということで、その辺の解消ということも少しはあるんではないかなと

いうふうに私は思っているんですが、どうなんでしょうか。心疾患あるいは

脳血管障害というような病名、こういったものがふえてきた時期というのは

一15-



わかりますか。

市民福祉部長。。副議長(山中金治郎君)

先ほど死亡原因の順位を申し上げましたけ。市民福祉部長(渡辺富雄君)

この順位はここ4番まで申し上げました。3番、2番、この 1番、れども、

3年間は変わっておりません。その以前の状況、ちょっと資料ありませんけ

3年間は同じような順位ということで理解しております。れども、

以上です。

6番鈴木さん。。副議長(山中金治郎君)

3年ぐらいでは恐私どもの経験から言いましでも、。 6番(鈴木順子君)

a らくこの順番は変わらないだろうなというふうに思います。脳血管障害の問

ここ10年前後ぐらいから多くな題が非常に取りざたをされてきましたのは、

ってきているんじゃないかなというふうに私は思っておりますので、その辺

はもし後で詳しい資料がいただけるのであれば、それも求めていきたいとい
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そこで、昨年私どもの文教民生委員会で、今の館山で話題となっておりま

すところの安房医師会病院建設の計画がされておりましたわけで、岩国市の

この岩国の医医師会病院を見学に行こうということで行ってまいりました。

師会病院は、今計画がされています医師会病院の計画の土台となるというふ

しかし、私どもが視察に行きましたところうにお聞きをしてまいりました。

が、岩国市にはー非常にこの医師会病院はすぐれた機能を備えていまして、

• このすぐ近くに日赤病院というのがござ非常に感激をしたわけなんですが、

いまして、医師会病院で対応し切れない症状につきましては日赤に搬送する

というふうにお聞きをしてまいりました。

多分これから、今計画をされているとお聞きをします安房医師会病院も、

高度医療と言われる第 3次医療施設ではないわけですから、当然対応できな

い病気については、現在の第 3次医療施設であります亀田病院まで搬送をし

てお願いするというふうになるんではないかというふうに思うわけなんです

が、ではこういうことが市民にとってはそれで本当にいいのかということに

この点が一番問なりはしないか。私が聞き取り調査をした結果においては、
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題とされていたわけです。この辺のお考えというのか、もしお答えできれば

お願いします。

それとまた、医師会病院といいますと、原則的には地元医師の紹介がない

と受けられないというふうに聞いておりますが、その辺はどう対応していく

のかもお伺いいたします。

。副議長(山中金治郎君〉 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) まず、亀田との比較ということでお答えさ

せていただきますけれども、亀田病院は救急救命センターを備えた病院であ

る。これは県下では 6施設あるわけです。いわゆる最重症救急患者の救命医

療を中心とする病院である。そういったことで、この安房医師会が計画され

ております新しい病院は、安房の同じ圏域内のーいわゆる 16万人口ですけ

れども、そういった少ない人口の中でいかに機能を分担していくか、これを

考えますと、亀田病院と同じような施設をつくるんだということはまず考え

られないというふうに理解をしているわけです。

それから、医師の紹介ということでございますけれども、絶えず医療機関

の体制の中ではそういった体制がとられているんじゃないかというふうに理

解をしております。

以上です。

@副議長(山中金治郎君) 6番鈴木さん。

。 6番(鈴木順子君) 先ほどの市長の答弁の中で、救急体制を備えた病院

ということでありますので、普通の一般的な病気でかかる場合は、地元医師

の紹介を受けながら受けるというのはよくわかるんです。ただ、救急で入っ

た場合に、こういうところに地元医師の紹介がなければ受けられないなんて

いうことはないと思うんですが、その辺はどうなんでしょうか。

。副議長(山中金治郎君〉 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 救急センターの運営ということを考えます

と、これは紹介というよりも、直に連絡体制をとってその体制に入る。紹介

ということはないと思います。

以上です。
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三

6番鈴木さん。。副議長(山中金治郎君)

この部分については安心していられるとそれでは、。6番(鈴木順子君)

この辺がちゃんとクリアされていませんと、どんな状いうふうに思います。

況の人が一ー地元の人ばかりじゃないわけですから、そういった方々がやっ

ばり受けられないというような病院ができてしまっては困るわけですから、

その辺のことはちゃんとお聞きをしておきたかったわけです。

館山市はこの病院の土地を提供するというふうになっておりますが、市民

この病院の建設はもちろんなんですが、近隣の町村の住民にとりましでも、

計画をまさに熱い目で見守っているというようなことなんでしょう。そうい

う住民を抱えました市町村が土地を提供一館山市も含めてなんですが、土

地を提供するということだけではやはり過ぎないわけなんです。そういった

市民の要望に対しまして、当然館山市独自で行うわけではーできないわけ

この計画にどうかかわっていかなければならないのか、市となんですから、

してどういうふうな考え、意見をお持ちになっているのか、お伺いをいたし

たいと思います。

市民福祉部長。。副議長(山中金治郎君)

先ほど市長が答弁いたしましたとおり、市。市民福祉部長(渡辺富雄君)

民の意識調査の中でも強い要望が出ているわけです。そういったことから、

これから具体的に進めてまいる段階の中で、閉じ圏域の中の関係市町村との

連携、そういった体制の中で協議、支援をしてまいりたいというふうに考え

4 ております。

以上です。

6番鈴木さん。。副議長(山中金治郎君)

私の方で話を聞いたりするところによりますと、病。6番(鈴木順子君)

院の計画というのはどうも一一病院が建てられるというような言葉がどんど

ん、どんどん市民の中に広がっていってしまいまして、市民の間では、先ほ

どから申しておりますように、とてもいい病院ができるんだというような認

ところが実際に、私どももこの場で何

回もお聞きをしているんですが、亀田病院のような病院を市民は望んでいる
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んだけれども、それはできませんよというようなことなんです。市民が誤解

をしているのか、それとも一一市サイドで、あるいは医師会病院サイドでそ

の辺のことをきちんと市民に対してさせていかないと、何かその辺、どうも

不安ばかり出てしまうような状況になってしまう。またあるいは、でき上が

ってしまったら、何だ、違う病院じゃないかというようなことにもなりかね

ない。その辺のことをちゃんと私はしていただきたいというふうに思います。

私が望んでおりますのは、どんな状況にありましても、安心しでかかれる

ような救急救命の病院が望みであります。それが望みであります。ところが、

なぜできないんだよというようなこと、こうしてできないんだよというよう

なことを含めまして、やっぱりもう少し丁寧な話し合いなりがもっと公にさ

れませんと、どんどん、どんどん市民の意識とつくる側のギャップというん

ですか、そういうのが生まれてしまうんではないかというような懸念を持っ

ております。

私はあえて申し上げますが、この計画でできましても満足するものではあ

りません。ところが、こういった状況の中で一市長に御答弁をいただきた

いんですが、市民のこういうふうな病院が欲しいんだというような認識を常

に身の回りで一一ふだん生活する中で、御近所の方とか、そういう方々から

要望などあるかと思うんですが、その辺はいかがなんでしょうか。

。副議長(山中金治郎君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) 私は、 5万 4.000の市民が健康で健やかな生涯を全

員が送っていただく、これは当然のことと考えております。そのための医療、l

福祉、全面的な整備をしていきたい、こういう大きな希望を持ち、それにつ

いて一歩ず、つ進めているわけでございます。病院につきましでも、完壁な、

理想的な大病院が欲しい一総合的な病院でございますけれども、これはだ

れしも考えることでございます。具体的な問題で、さっき数字が発表になり

ました、 4つの病名について。議員さんの質問の中にありました病気の 4番

目の病気でも年間通して 2けたでございますが、日本的な大病院をっくりた

いという夢があるわけですけれども、今度はその経営とか維持とかになりま

すと、夢では過ごせません。膨大な経費を必要とする。そういう面で、市民
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三

の負担にたえるか、こういう現実問題が発生します。

そして、お隣には、先ほど来固有名詞が出ていますけれども、日本的な大

病院がある、機能しているということがございますので、安房地域で問題な

のは、館山保健所管内に高度医療を備えたところの第 2次と 3次の間の病院

が欲しいという一一これは県でも認めているわけです。今回のこの計画につ

きましでもそれを認めている。それを認めているというのは、人口並みにし

て範囲が広い。安房地域の範囲が広い。その範囲が広い館山地区に 1つ欲し

いんだ。これを県が認めたからには、県の協力も絶対に必要だということで、

今医師会と相談し、県へのお願いもしているわけです。また、住民がお世話

になるんですから、私たちもできるだけの協力はしていこう。しかしながら、

総合的な大病院を、さっき名前が出たような大病院をこの16万安房で 2つな

んていうことは、絶対これは考えられません。成り立たないわけです。それ

に準じたものというのは、救急センター的な機能を持つ中核病院、この地域

の中核病院だというところで進めていくということでございます。

夢と希望としては理想的な大病院を考えるわけでございますが、現実問題

としてそれを維持する力は一一安房地域に大きなの 2つは成り立たない、こ

れが現実でございますので、その中においてどうあるのが市民のためか、ま

たこの安房住民のためかということで、懸命に考えています。またいろいろ

御意見を聞かせていただきたいと思いますし、貴重な御意見は医師会の先生

方の方にもよく伝えて、ともに考えてまいります。

以上です0

0副議長(山中金治郎君) 6番鈴木さん。

。6番(鈴木順子君〉 私、先ほど最初の質問の中でも申しましたように、

安房地域という地域は非常に広い地域であるということ。それで、岩国もそ

うだったんですが、過密したところ、場所というんですか、そういったとこ

ろには救急でお願いして病院に入るまで遅くとも20分ぐらいで行けるという

ような状況があるというふうに聞いております。ところが、実際に私たちが

重病になった場合、風邪や手足をちょっと切ったということではなく、重病

になった場合、救急車で安心して行ける病院というと、やはり亀田ですから、
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相当数の時間がかかるというような地域の特性を県に対しでもっと働きかけ

てほしいということを常々申し上げたつもりでおります。県は多分そういう

ことを踏まえて平成 4年に安房地域の保健医療計画ができ上がったんだろう

とは思いますが、こういった時期、土地柄を踏まえますと、やはりこれはど

こからも援助を受けないでやることは到底無理です。それは県もお金を出し

たくないでしょう。でも、やっぱり地域で生活する我々にとっては命の問題

ですから、その辺のことをもっともっと私は強く言ってほしいし、もっと言

えば、県の予算でやってほしいぐらいの私は気持ちを持っているというふう

に思っております。

本当に人口の少ない、広い場所のこの安房の人たちというのは非常に不公

平だな。もしこれが救急で行っても、時間的に間に合わなくて亡くなってし

まったなんていうことになれば、運が悪かったということで泣かなきゃいけ

ない。こんな不公平なことはないわけです。その辺のことを私はもっと言っ

てほしかったし、これからも言い続けてほしいし、県に対してもこのことを

もっと強く言いながら、予算をもらってほしいなというふうに思っておりま

す。

その辺はこれからの計画でしょうから、この問題については非常に具体的

にお聞きをきょうしたかったんですが、具体的にまだどうも公表もされてな

いというふうに思うんです。しかし、これが具体的になって、決定されてし

まってからではやはり遅いわけですから、あえてきょうこういった住民の意

識にどうやってこたえていくのかということをお聞きをしたわけです。先ほ

どから申しておりますことを私は強く要望いたしますので、市当局におかれ

ましでもその辺のことをよろしく御尽力をいただきたいというふうに思って

おります。

ちなみに、私どもは県議会におきましての我が党友の方にこの件について

もお願いをしてあることを申し添えておきたいと思います。

時間がありません。最後の託老所の問題なんですが、介護疲れのために、

自ら命を絶ってしまったり、ノイローゼになってしまったというような現実

がふえてきているというふうなことをお聞きをしております。在宅の高齢者
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を抱えた家族にとっては、本人はもとよりなんですが、介護者も社会の中に

出ていく機会が制約されまして、介護についての不安、あるいは生きていく

この先への不安を感じてしまう。 こういった中で、やはり介護者同士あるい

は一般の人たちとの交流ということが必要になってくるのではないかという

ふうに思います。家族を含めましてのただ単なるデイケアセンタ一一一今館

山はデイケアセンターをやっていますけれども、ああいうところにお願いを

してしまうということも一一それもまた介護者にとっては本当に貴重な休息

の場ですから必要ですが、そういったことを一ーまた別な意味でのこういう

人たちの交流の場を設けましての事業というのがお互いの悩みなどの解消と

いうことにもつながっていくのではないかということで、民間に任せるとい
4 

うことではなく、公的にも独自でやっていくことがこれからは必要ではない

かというふうに思っておりますので、今後いろんな老人福祉計画の中でお考

え合わせいただければというふうに要望をしておきたいと思います。

以上で終わります。

。副議長(山中金治郎君) 以上で 6番議員鈴木順子さんの質問を終わりま

す。

次に、 2番議員本橋亮ーさん。御登壇願います。

(2番議員本橋亮一君登壇〉

。2番(本橋亮一君) おはようございます。本橋でございます。私はさき

に通告いたしました 3点について質問いたします。

まず第 1点として、商庖街の振興対策についてですが、館山市は約30年前 、.
には県下 7位、千葉、船橋、市川、松戸、銚子、木更津に次ぐ商業都市であ

りました。 ところが、現在は県下19位に下落し、県内売り上げ構成比では、

昭和37年当時と比較しますと 3分の 1以下に落ち込んでおります。 これは、

周辺人口の過疎化だけではなく、消費者ニーズが多様化している中で、住居

地域の郊外化やモータリゼーションの進展等による商圏の郊外化が進む一方、

ディスカウントストアや無届舗販売、通信販売等、新たな流通業者が成長し

ているなど、大きな変化が生じております。そしてさらに、長引く景気の低

迷、個人消費の減退、低価格志向等、消費者の消費行動にも著しい変化が生
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じています。特に、大型庖の出居、増床等により、既存の商底街は大打撃を

受けております。ことしに入ってからは、地元で何十年と業を営んできたし

にせの倒産を皮切りに、中小零細企業は窮地に追い込まれ、売り上げ不振と

後継者難により、庖じまいしょうかという経営者も数多くおります。

地元商業界の変化を示すデータとして、平成 6年度の商業統計調査が先日

発表されましたが、平成 3年度との比較で、庖舗数では、卸 228屈で 6.6%

減、小売 963庖で1.5%減とともに減少していますが、小売の従業員数では

4. 600人、 4.5%増、年間販売額では 766億 5.860万円、 9.4%増と逆にふ

えております。庖舗数が減少しているにもかかわらず、年間販売額が大幅に

増加し、さらにもっと厳しいのは、小売業の売り場面積が 1万 2.988平米も

ふえ、 20.1%増という驚異的な数字です。これは、この 3年間で大型庖が急

増して売り場面積がふえ、販売額も大きく伸びたということで、消費者は大

型庖に吸収され、その反面、中小零細企業が苦境に立たされているというこ

とです。これは大型庖の増床後 1年しかたっていない時点の調査結果であり、

次の調査発表がある平成10年にはどのような結果が出てくるのか、非常に不

安を感じているところです。

以上、館山の商居街の現状について述べさせていただきましたが、市長は

この状況をどう把握され、どのようにお考えになっておられるか、お聞かせ

いただきたいと思います。

次に、 3月議会での市長の施政方針の中で、商工業につきまして、商庖街

の活性化を図るため、経営の合理化、近代化のための融資や利子補給を行う

とともに、総合的な発展を推進するため、館山商工会議所や館山市商庖会連

合会等に対して引き続き助成するとありますが、現在まで行われてきた施策

としては、単に各団体または個人への補助金、利子補給等、資金の面の助成

がほとんどだったような気がします。確かに資金援助は必要不可欠ですが、

その資金をうまく利用するためには、官民一体となって商庖街再生のための

施策を打ち出さねばならないと思います。資金面以外の施策ではこれまでど

のようなものがありましたか、御説明願います。そして、今後具体的にどの

ような対応をしていかれるつもりか、お聞かせいただきたいと思います。
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第2点として、西口地区まちづくりと商庖街の形成についてですが、館山

駅西日地区は、橋上駅舎建設計画の進行とあわせ、現在土地区画整理事業が

主
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平成11年度完成を目指し進行中ですが、東口地区と比べますと、現在ほとん

ど更地の状態にありますので、今後のまちづくりの計画いかんによっては、

非常に魅力的なまちが生まれる可能性があります。そして、まちづくりとと

もに、館山の顔としての西口地区商庖街の形成については大いに期待してお

りますし、地域経済の活性化を図り、また若者を地元に定着させるためには、

魅力ある商庖街をつくることが必要不可欠であります。そして、広々とした

駐車場を持つ郊外のショッピングセンターやスーパーへ流れたお客を再び商

4 
庖街へ目を向けさせ、何とか集客力を高めたいというのは商業者のだれもが

願っていることです。それには、車を気にしないでゆったりとショッピング

ができて、人間の気持ちを豊かにしてくれるような個性的な商庖街づくりを

するための思い切った発想が必要ではないかと思います。

そこで、行政としては西口地区土地区画整理事業が終了した後の商店街の

形成についてどのような構想を持っておられるか、お伺いいたしたいと思い

ます。

次に、まちづくりでは、特に景観づくりが一番の課題であると思います。

市としても、街並み景観形成指導要綱を制定して、南欧風のまちづくりを目

指して努力なされているところですが、個性的で快適なまちをつくるための

街路樹や歩道の植栽、街路灯、タイルの歩道、そして噴水、電話ボックス、

'41 
ごみ箱等のデザイン、材質や色彩が重要な要信号、モニュメント、ベンチ、

素であると思います。そして、どこのまちづくりでも問題となるのがふつり

合いな看板、イルミネーションや広告、また見苦しい電住や電線類が大きな

障害となっております。以前私は西口地区まちづくり協議会で、電柱はメイ

ンストリートに面した場所ではなく、裏側に立てるというお話を間いた覚え

この件について市は東電及びNTT等とどのような折衝をさがありますが、

れたのかをお伺いいたします。

第 3点目として、館山湾整備利用計画についてです。その昔、鏡ケ浦は美

しい砂浜が広がり、首都圏の避暑地として市民や多くの観光客に親しまれて
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きましたが、レジャーの多様化、交通アクセスのおくれや海の汚染等により、

年々客数は減少しております。このような状況の中で、平成 3年には千葉県

のさわやかハートちば5か年計画で海岸保全施設の整備と豊かな海岸環境の

整備を進めると位置づけられ、さらに平成 5年には運輸省のビーチ利用促進

モデル地区に指定され、人工ビーチを核として、高度で多様な海浜空間の創

出を目指し、マリーナ等の港湾整備事業や地方公共団体等の実施する単独事

業と一体的に事業を促進しようとするもので、 21世紀に向けて、今人と海の

新たな出会いが始まろうとしています。しかし、同時に自然環境の変化や海

の利用の仕方をめぐって難しい問題が出てきているのも事実です。こうした

問題について 1つ 1つ取り組み、我が鏡ケ浦をたくさんの人々に親しまれる

魅力的な場所にしていかなければならないと思います。

そこで質問いたします。先日、館山湾整備調査特別委員会の視察で茅ケ崎

市、熱海市へ行ってまいりましたが、熱海市で人工海浜事業の熱海サンビー

チについて質問しましたところ、この事業を円滑に進めるために、市として

は海岸利用対策室という 4名で構成される特別チームをっくり、この事業の

専属として当たった結果、昭和56年から63年の 8年間という短期間でオープ

ンにこぎつけたということです。そして、昭和60年の仮オープンの潜泳者数

8万 2.000人、昭和63年のオープンには21万 7.000人、平成 7年、ことしは

34万 2.000人と大幅に増加しています。館山市においても熱海市のような特

別室を設置して、園、県、市のよりよい連携をっくり、早期完成を目指すこ

とがよいと思われますが、この点についてのお考えをお聞かせいただきたい

と思います。

次に、熱海市の場合は、人工海浜を観光資源として活用するためには、ま

ちと海浜を一体化する動線の確保が不可欠ということで、市の事業として昭

和59年より人工海浜背後地整備を行い、昭和63年のサンビーチのオープンに

合わせて完成しています。館山の場合、国、県主体の事業ではありますが、

市が独自で行う関連事業について、熱海市のように同時進行していくのがょ

いと思いますが、現在どのような計画を持っておられるか、お聞かせいただ

きたいと思います。
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以上 3点について質問いたしましたが、お答えによりまして再質問させて

いただきます。

。副議長(山中金治郎君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの本橋議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1、商庖街の振興対策についての 1点目、現在の商庖街の状況に

ついてどのように考えているかとの御質問でございますが、現在我が国の経

済生活、第 1次、第 2次、第 3次、全産業について極めて厳しい現況にある。

そして、これが構造的な問題として取り上げられ、検討され、その体質改善

に全力を傾注して企業活動の展開に努めているというのが実態かと思います。

その中で、当館山市、これも同様でございまして、商業だけ見ましても、大

型信の進出や消費者ニーズの変化など、中小商業を取り巻きます経営環境は

極めて厳しく、全国的な問題とつながりを持っております。御指摘のとおり

の現状にあると認識しております。

第2点目の対応策についての御質問でございますが、館山市といたしまし

ては、経営環境の変化に対応するため、千葉県と協調しながら、地域の特性

を生かした施設整備の近代化や中小商業活性化事業において、調査、計画策

定事業やシステム開発事業などを推進しているところでございます。今後と

も、商庖会の考え方や計画等を十分伺いながら、商工会議所や関係機関等と

協議し、活性化に向けた対応を図ってまいりたいと考えます。

次に、大きな第 2の館山駅西口地区のまちづくりと商庖街の形成について

の御質問の第 1、どのような商店街の構想を持っているかとの御質問でござ

いますが、御案内のとおり、館山駅西口地区は、土地区画整理事業によりま

して南欧風のまちづくりを進めているところでございますが、都市計画法に

基づく用途地域を一部の区域につきまして商業地域とするための手続を行っ

ているところでございます。

次に、第 2点目、景観づくりと電線類の地中化についての御質問でござい

ますが、景観づくりにつきましては、地区内権利者の御協力によりまして、

館山市街並み景観形成指導要綱に基づいたまちづくりを進めております。特
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に、電線類の地中化は、その実現に向けまして東京電力株式会社等と協議し

てまいりましたが、地区内の電力需要等、採算面から困難であると伺ってお

ります。

次に、大きな第 3、館山港整備利用計画を進行する上で、専属の特別室を

つくる考えはないかとの御質問でございますが、現在ピーチ利用促進モデル

事業につきましては、一部工事に着手したところでございます。また、海上

交通やマリーナ等の館山湾の整備につきましては、千葉県が進めております

館山港整備構想の中で検討しているところでございます。これらの事業は館

山市の地域振興の重要な住の 1つでありまして、園、県及び地元関係者と連

携を図りながら、積極的に推進してまいりたいと考えております。

なお、推進の組織につきましては、今後の事業の進捗状況を勘案しながら

対応してまいりたいと考えております。

次に、市で行う関連事業についての計画はとの御質問でございますが、事

業主体の千葉県が実施いたします養浜、突堤、護岸、緑地、駐車場等の基本

施設の進捗状況や館山港整備構想との整合を図り、海岸道路の拡幅を初め、

導入施設等の調査研究を進めながら、一体的な整備に努めてまいりたいと考

えております。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 御答弁ありがとうございました。

第1点目の商居街の振興策についてですが、全国的な問題であるというの

は重々私も承知しております。それで質問いたしますが、現在の大臣法の規

制緩和によって、今後も大型店舗が続々と出庖すると思われますが、これは

時代の変化や消費者の強い要望によるものと思われます。しかし、今までこ

のような出屈または増床の計画が提出されたときに、市としてこれを容認し

たわけで、中小零細小売業者に対しての救済策も同時進行で考えなければな

らないと思いますが、どのような救済策をお考えになっておるでしょうか、

その点についてお伺いしたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 小沼経済環境部長。
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大型庖の進出の問題につきまして、かつて晃君)。経済環境部長(小沼

は商調協というのがございまして、市が容認したということではございませ

んで、そういう中で関係者で協議されまして、庖舗面積等が定められてきた。

その後、大庖法が緩和されまして、商調協にかわります意見集約会議という

ようなものが会議所の方にございまして、そこで調整を行いながら、一定の

それから学識経験者の皆さ庖舗面積に一いわゆる商業者の皆さんだとか、

んの御意見を聞きながら、適正な庖舗面積というものを現在のところは通産

局の方に答申している、そういう状況でございます。

確かに、御指摘ございましたように、大庖法の緩和によりまして、いわゆ

• る2種大型店舗、また第 1種のジャスコ等の進出があるわけでございます。

そういう中で、既存の商業界、商業というのは非常に厳しい状況にあるわけ

でございますけれども、根本的にどういう対応をとってきたかという部分に

つきましては、現在のそういう状況が単に不況によるものだけではなく、先

ほど申し上げましたように、大型庖の進出によります流通構造の変革とか、

それから円高による輸入商品の増加によりまして、低価格化が招かれている

このように私ども認識をしていというふうな構造的な問題ではないのかな、

るわけでございます。

この対策につきましては、現在も商庖会の方といろいろしたがいまして、

御相談、話し合いをしているところでございますけれども、なかなか有効な

対応策というのが見えてこない。一部商店街につきましては、買い物環境を

5‘ 改善しようというふうなことで、歩道整備とかいうふうなことも現在あるわ

なかなか関係者の御同意が得られないというふうな中で、けでございますが、

もう一遍根本的にどういう対応が一番よろしいのか検討しようというふうな
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ことで、話し合いを続けているところでございます。

それから、従来どういう救済策をというふうなことでございますが、先ほ

これは一部商庖街でございど市長答弁にもございましたように、かつては、

ますけれども、商庖街の街路灯の整備とか、それから歩車道が分離されてい

ないために、歩道の色を染めまして、なるべく安全な買い物ができるような

環境を整えるとか、それから放送設備とか、そういうふうなものが今までも
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行われてきているところでございます。それから、これは今年度でございま

すけれども、これは共同商品券の関係でございますが、そういう管理等を電

算化しようというようなことで、大型庖対策というようなことで、商品券の

発行によりまして地域商店街での購買を活性化させよう、こういうふうな事

業を実施してきているところでございます。

概略は以上でございます0

0副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 細かく説明していただきまして、どうもありがとう

ございます。

個々の資金の面についてちょっと質問させていただきますが、大型庖進出

対策資金利子補給事業というのがございますけれども、これは今までの利用

件数と利用金額はどのくらいあったのでしょうか。

それと関連しまして、中小企業の資金融資の平成 6年の取り扱い状況を見

ますと、運転資金は 1件で 200万円、設備資金は 5件で 2，400万円と非常に

低調だと思うんですけれども、これは皆さんがほかの金融機関で調達してい

るのか、それとも手続上面倒なのか、どんなところに原因があるのでしょう

か、その辺についてお考えをお聞かせいただきたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 最初の御質問の大型庖進出対策資金の利用

状況でございますが、ちょっと古いデータはございませんですが、 4年度ま

では 6件ございました。それから、 5年度に新規が1件ございまして、 6年、

7年はございません。

それから、中小企業融資の利用が少ない原因でございますけれども、 1つ

には、他の融資といわゆる融資金額の面で競合しているというふうな部分も

あろうかというふうに見ておりますし、いま一つは、融資手続に他の資金と

比較して時聞がかかっているというふうな、そういう一面が見られるわけで

ございます。特に、商工会議所さんの方のマル経資金の方が市の中小企業融

資よりも早いというような、そういうことも聞いております。その辺が利用

の少ない原因。いま一つは融資額の問題で、現行制度では運転資金が 300万
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円、それから設備資金が 500万円ということで、これは昭和63年に変更され

て以来そのままというふうな部分もございます。議会におかれましでも、増

額をしたらどうかというふうな御意見もいただいているところでございます。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

@2番(本橋亮一君) ただいまの資金についてはよくわかりました。

続きまして、平成 7年から平成 9年の根幹事業実施計画の中で、創造力と

活力に満ちた産業都市を目指して、農林水産業、商工業、観光等の事業計画

が載っていますが、これを見ますと、事業名の項目数で農林水産業は20項目、

それに比較しまして商工業は 4項目と、非常にアンバランスを感じておりま

す。しかも総括表によりますと、 3年間の総事業費が農林業4億 2.800万円、

水産業が 5億1.500万円、これに対して商業 3.600万円となっています。過

去を振り返ってみても、例えば水産業について言えば、漁港をっくり、整備

し、そこに膨大な資金が投入されてきたわけですけれども、よく考えますと、

商業者がその娠興、発展のために庖舗やショーウインドウ、ショーケースを

行政につくってもらったようなことは聞いたことがありませんし、個屈のこ

とはさておいても、商庖街の舗道や側溝、街路灯、小公園等、商庖街環境整

備のために行政の予算を投入することは、ちょうど漁業者のための漁港の整

備と全く同じことであって、これは商業者の業界エゴでは決してないと思う

んですけれども、このような事業項目や事業費の割合について市としてはど

のように受けとめておりますか、お聞かせいただきたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 根幹事業についての御質問でございますが、

この根幹事業に計上いたします項目につきましては、単年度 1事業 100万円

以上というような、そういう枠もございまして、したがいまして商工業関係

につきましては、それ以下の部分についても一一例で申し上げますと、先ほ

どもちょっと触れました商店街の共同施設整備事業一これは街路灯等の整

備の事業でございますが、そういうふうなものも根幹事業には出ていない。

それから、商底街のにぎわい推進事業というのがございますが、これは商店
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街の街灯の電灯料ないしは修繕費等を補助しようというようなものでござい

ますが、これは市内12商庖会のうち11商居会で実施をしておりますが、いず

れにしましでも、事業費が少額というようなことで、根幹事業には載ってき

ていない。それから、融資関係でございますが、大型庖進出対策資金につき

ましては根幹事業に計上してございますが、中小企業資金融資とか、冷夏被

害対策特別資金融資とか、それから中小企業福利厚生施設整備の融資とか、

災害対策緊急融資とかというふうな部分が根幹事業に載ってきていない。そ

ういうふうなことで、項目的に本橋議員さん御指摘のとおりのようなミそう

いう状態になっていると思います。

それから、農漁業との比較についての御質問でございますが、農業、漁業

につきましても、やはり事業主体がまずこういう事業を実施するというよう

な形の中で出てまいりまして、それに園、県、市の補助金をつけて実施をし

ているというふうな部分がございまして、確かに農業サイドにつきましては、

農道舗装等を館山市が事業主体というふうなことで実施している部分もござ

いますけれども、例えば農業の場合ですと、任意団体とか、それから土地改

良区によります基盤整備事業とか、漁業におきましては、漁協さんの方から

のそういう事業要望一当然これは皆さんそれぞれの負担も伴っているわけ

でございますが、そういうものが非常に多い。いわゆる商工業についてはそ

ういうものが少ないというのが今議員さん御指摘の結果というふうに私ども

受けとめております。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 商店街活性のための行政の対応としてはいろいろあ

ると思いますが、その前にまず商庖街が立ち上がり、必死の姿を見せなけれ

ば、行政も動きょうがないというのも事実です。個々にはまだ食べていける

とか、こんな不景気に多額のお金をかけて冒険はできないとか、子供が後を

継がないと言いますが、なぜ後を継がないのか、なぜ商居街に集客力がなく

なったのかということに疑問も持たないし、原因もつかんでいないような方

々も結構いらっしゃいます。この問題は各商店街の中で解決していかなけれ
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ばなりませんけれども、商庖街の再開発や活性化事業は、普通の場合、国道、

県道の拡幅事業や街路整備事業、区画整理事業など、何らかの公共事業をき

っかけとして実施しているところが多いようです。つまり補助金などの種資

金があって、初めて動き出しているところがほとんどだと思います。

そこで、館山駅東日地区市街地再開発事業についてお伺いいたします。こ

れは駅東口周辺商居街活性化のための重要な要素です。市も以前よりこの事

業に取り組んでいるとは思いますが、先ほども申し上げました根幹事業実施

計画の中で、平成 7年度、 8年度は権利者の合意形成、そして平成 9年度は

基本計画の作成となっておりますが、現在の状況と先の見通しはいかがでし

ょうか、お伺いいたします。 .， 
。副議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 駅の東口の再開発の関係でございますが、当然

地元の権利者の合意形成が重大な、大きなウエートを占めます。ということ

で、現在合意形成に向けてお願いしているところでございます。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) なかなか合意が得られないということでありますけ

れども、せっかく橋上駅舎の計画も出てきていることですし、西口と東口、

両方とも整合性を持ったまちづくりをできれば一番いいと思っておりますの

で、今後とも前向きな姿勢でひとつよろしくお願いいたします。

続きまして、西口地区の商庖街の形成と電線類の地中化について再質問さ '-

せていただきます。西口の駅前より海岸に向かうメインストリートに面した

場所がこのたびの都市計画の用途地域の指定がえによって商業地域に指定さ

れるということは、将来西口地区に商業集積が形成されることのあらわれだ

と思います。しかし、海に向かつてメインストリートの左側に面した土地所

有者は商業者が多く、反面右側は住宅として利用している人が多い。このよ

うな条件の中で、商居街づくりの構想、がはっきりしていないために、個々の

考え方だけで進行してしまっていると思います。片側は庖舗で、もう一方が

住宅というのでは、非常に魅力のないものになってしまうと思いますが、こ
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の点についてはいかがでしょうか。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 今の商業地域の指定でございますけれども、

西口の駅から道路の右側でございますが、 1街区につきましては商業地域の

指定がしであるわけでございますが、御質問ですと、そこにそういう商業集

積をといいますか、商庖街の形成をどうするか、そういう考え方をそこへ出

したらどうかというようなことだと思いますが、これは区画整理事業が本来

の趣旨でございまして、やはり換地というものがそれぞれの一例えば、も

といたところとか、価格的に同じようなところというようなまず換地が優先

をしてまいるわけでございます。この換地が整いませんと、区画整理事業そ

のものが成り立たないわけでございますので、商業地域の指定をしまして、

将来的にそこに商業集積を図っていく、誘導していく、そういうふうなこと

でございます。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 個人が所有している土地に規制を加えるのは非常に

難しいと思いますけれども、商庖街の構想、を早自に打ち出すことによって、

皆さんに御協力願うことは可能だと思いますので、市としても将来に向けて

ぜひ構想を練っていただきたいと思います。

次に、電線類の地中化についてですが、電柱をなくして、ボックスを地中

に埋め、電線及び電話線等をその中に集中してしまうという方法があると聞

いていますけれども、その方法はとれませんか。メインストリートの裏側に

電住を立てた場合と地中化した場合の金額的な違いと、それに対する市の負

担はどのくらいでしょうか、その辺についてお伺いしたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 電線の地中化の問題につきましては、平成 7年

度に建設省におきまして新たに一 ccボックスという呼び名で呼んでおり

ますが、これは電線の地中化の問題ですが、新たに事業を取り入れてござい

ます。そういうものが 1点ございます。それと、やはりこれをやるにしても、
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電力の需給バランスといいますか、現在住宅が張りついていないところ、そ

ういうのがございますので、需給量が把握できないというのがまず 1点ござ

います。それと、やはり電力あるいは NTTにつきましでも需要量の関係が

ございます。ある程度の需要量がないと、やはり採算性とか、そういうもの

がございますので、先ほど市長が答弁申し上げましたように、困難であると

いうふうに言っております。

ただ、第2点目でございますが、共同溝でやる場合には、これは 1メータ

ー当たりにつきまして 300万程度かかります。それと、現在私が申し上げま

したようなことで、 ccボックスでいきますと、それの約10分の 1程度で済

みます。ですから、建設省で昨年立法化いたしました ccボックスというこ

とが新たに出てまいりましたので、今後やはり事業とともに検討をしてまい

りたい、そういうふうに考えております。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 西口の開発もせっかくやるんでありますから、ぜひ

そういう方法がとれたら、景観上もいいし、来られたお客さんに対しでもイ

メージが非常にょいと思いますので、ひとつその方向でお願いしたいと思い

ます。

関連しまして、今どこの商店街でも車対策が一番の問題ですけれども、市

として西口地区の駐車スペースを確保する予定はありますか、その辺につい

てお伺いします。

。副議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 現在の西口の街路と申しますか、 18メーターで

ございまして、停車帯というのが1.5メーターございます。そういう中で、

商庖が張りついた場合にはそこで荷おろし積みをお顧いするということで、

特に駐車場等のものは考えておりません。民間の誘導でお願いしたいという

ふうに考えております。

。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 西口についての質問は以上で終わらせていただきま

- 34 -

‘' 

‘砂



す。

続きまして、 3点目の館山湾整備利用計画の特別室の設置についての再質

問をさせていただきます。現状では、特別室をあえて設置しなくても、複数

の課が横割りでかかわっていると思いますので、支障はないということです

けれども、事業を推進していく上で、その担当者もいろいろな分野で精通し

ている必要があると思いますし、各課は課でふだん通常の業務に追われてい

るわけでありまして、それとあと、数年で人事異動もあると思います。この

館山湾整備利用計画は館山の将来をも左右する大事業でありますので、プロ

ジェクトチームをっくり、前向きに進まれることを再度要望したいと思いま

す。

続きまして、市が行う関連事業についてですが、まだ具体的な計画はこれ

からということですが、多くの人々を集客するためには、この事業の早期完

成はもちろんですけれども、重要なポイントとして、南房総へ来たら、館山

の海岸へぜひ立ち寄ってみたいというような館山のシンボル的施設をつくる

ことが最も効果があると思いますので、これを関連事業の 1っとして取り組

んでいただきたいと思います。

最後に 1点だけ質問させていただきます。先ほど西口地区の質問で電線類

の地中化について触れましたけれども、ピーチ利用促進計画の関連事業とし

て、市道船形館山港線の整備において、そのような無電住化、電線類の地中

化を進めたいという計画があるように聞いておりますけれども、この計画に

ついてはいかがでしょうか、お伺いいたします。

O副議長(山中金治郎君) 建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 現在、船形館山港線につきましては、道路の詳

細設計をとり行っているところでございます。その中で、電線類の地中化に

ついては、路線の選定とか、またあるいは、先ほど申し上げましたように C

Cボックスで対応するのか、あるいは、事業者がございますので、そういう

ものと十分協議をして、海岸側には、海側にはもう電柱はないというような

基本的な考え方を持っております。

以上でございます。
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。副議長(山中金治郎君) 2番本橋さん。

。2番(本橋亮一君) 海岸通りには電住がなくなって、西口には電住があ

るとか、そういうことではおかしいと思いますので、トータル的に考えてい

ただいて、ひとつ前向きに進めていっていただきたいと思います。

以上で終わります。どうもありがとうございました。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 先ほど本橋議員さんの再質問に御答弁した

際にちょっと足らない部分がありましたので、補足答弁させていただきたい

と思います。

大型庖の進出に対します件でございますが、商調協というふうなことを私

先ほどお答え申し上げたんですが、正式には館山商工会議所商業活動調整協

議会ということでございまして、商業者の皆さんと、それから学識経験者、

消費者代表、こういう 3者の方でいろいろ御協議いただいて、その大型店の

進出についての開居時間とか、それから営業日数とか、底舗等の審査があっ

たわけでございます。そこにオブザーパーとして通産局、県、市が出席して

おったわけでございますが、館山市の立場といたしましては、大型庖を無条

件で受け入れるだけの、館山市の商業者にそれだけの体力がないということ

で、現在商調協はなくなりまして、意見集約会議というのがあるわけでござ

いますが、今でも一貫して大型庖については極力一ー制限と言うとちょっと

語弊がありますけれども、売り場面積等では極力減らすというような、そう

いう方向で市としては現在でも考えているところでございますので、ひとつ ‘ 
よろしくお願いしたいと思います。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 以上で 2番議員本橋亮ーさんの質問を終わりま

す。

次に、 13番議員脇田安保さん。御登壇願います。

(13番議員脇田安保君登壇)

。 13番(脇田安保君) 既に通告してございます 5点について御質問いた

します。
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初めに、財政問題について質問いたします。第 1点の国の財政危機につい

てどう思いますかという質問であります。最近、大蔵省が財政危機宣言を、

財政健全化のキャンペーンを始めると言われております。つまり、来年度予

算編成に当たって、歳入不足が10兆円を超え、国債の大量発行という容易な

らざる事態になったからであります。当初予算で償還財源の裏づけのない赤

字国債の発行に追い込まれるのは 7年ぶりのことであり、危機宣言には、歳

出カットや増税など、財政再建論議を盛り上げるねらいが込められていると

思われます。

たび重なる経済対策による歳出の追加や景気低迷の長期化による税収の落

ち込みで、財政が深刻な状況にあるのは確かで、あります。今年度末の国債発

行残高は 220~色円に上り、来年度当初予算の国債依存度は、 1986年度以来10

年ぶりに20%を上回ることが確実になったのであります。このような状況に

対して大蔵省が危機感を抱くことは理解できます。国債に頼り過ぎた財政運

営は不健全であり、国債依存度を少しでも下げようとするのは財政当局の当

然の務めだと思います。こうした財政危機の背景にあるものは、とりもなお

さず景気の長期低迷であり、超円高の是正と株価の持ち直しで先行きに明る

さが見えてきたとはいえ、日本経済は今足踏み状況にあり、 3%程度の潜在

成長率が見込めると言われるのに、実際には 4年連続のゼロ成長を余儀なく

されているのであります。

さて、このような国の財政危機が当市に及ぼす影響は多大であります。当

市のどの予算にとっても、国の影響を受けないものはないからであります。

そこで、この国の厳しい現状を当市はどのように受けとめているのか、また

どのように分析しているのかをお尋ねいたします。

次に、第 2点として、平成8年度の当市の財政見通しはどうかという質問

であります。先ほど申し上げましたように、大変に厳しい国の情勢を踏まえ

て、来年度の予算編成の見通しはどう考えているかということであります。

特に民生費、衛生費、農林水産業費、土木費、消防費、教育費について、ど

のような見通しに立っているのか質問します。

次に、補助金についてですが、補助金は館山市補助金等交付規則によって
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運用されています。規則第4号の目的、第 1条には、 「この規則は、補助金

等にかかわる予算の執行について基本的事項を規定することにより、これら

にかかわる予算の執行の適正化を図ることを目的とする」とあります。つま

り、予算の執行の適正化を図るということは、とりもなおさず適正な諸国体、

適正な活動に対して適正に施行するということなのであります。

そこでお尋ねしますが、補助金の運用は適正に行われておりますか、また

類似市と比較してどうなのか、あわせて質問します。

次の県の将来整備方針と市の計画の整合性についての質問であります。こ

れは、県内を地域の特徴や機能分担の視点から 7つの機能や特性ゾーンに分

けて、 2010年を目途として計画されるもののようです。つまり、港湾ゾーン、

臨海ゾーン、南房総ゾーン、千葉東北ゾーン、香取東総ゾーン、印措ゾーン、

東葛飾ゾーンの 7ゾーンであります。特に南房総ゾーンについてですが、こ

こはゆとりと活力に満ちた多彩なステージの展開とリゾートコミュニティ都

市圏であると位置づけております。つまり、海岸などに憩いの場となる海洋

環境を促進する。また、南地域文化ホールや中央博物館の分館一これは仮

称でありますがーなどの文化機能も集積させる。また、高等教育機関も立

地する。また、広域観光のサービス拠点を整備する。そして、農漁業との協

調で自然体験を重視する施策を進めるという内容のものであります。

そこで質問でありますが、海岸などに憩いの場となる海洋環境づくりにつ

いては、市で進めようとしている計画とどのように整合性があるのかという

点です。この整合性については、県の方と十分に話し合いを進めてきたと思

うのですが、ヒアリングは一切完了したのでしょうか、あるいはまだ修正の

きく部分があるのか、市としては県に対して十分意見を述べてきたと考えて

いるのでしょうか、こうしたヒアリングの程度、内容についてお答えを願い

たいと思います。

また、高等教育機関の充実や立地に関しても、当市として独自の見解もあ

ろうかと思いますので、この際明らかにしていただきたいと思います。

次の広域観光サービス拠点の整備については、特に拠点として当市は主導

的な役割を果たすべき位置にあると考えられるものです。その辺の県の基本
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的な考え方は当市にとって十分であるのかどうか、その点を御質問いたしま

す。

次の質問でありますが、当市から世界へ情報を発信してはどうかという質

問であります。現在、地方から世界へ情報を発信しようと、インターネット

を利用する自治体が急増しています。自治省の調査によると、昨年10月の時

点での利用者は神戸市だけでしたが、本年内には全国で64自治体、 82カ所に

達すると言われております。関東エリアでも利用が相次いでいると言われて

おります。

さて、インターネットは現在全世界で約 5.000万人が利用している地球的

規模の電子通信網、企業内、研究機関内、行政機関内のコンビュータネット

ワークがあり、また個人がお互いに水平的に接続し合うネットワークのネッ

トワークがインターネットなのであります。膨大な費用は不要で、パソコン

が使用できれば各家庭でも接続でき、世界に情報発信ができます。千葉市で

は、発信しているインターネットの接続件数はこの半年間で 8万件、月 2回

発行の市政だよりの表紙を画面に出し、市のイメージソングーこれは音声

つきでございますけれども、これをやっています。また、市長のメッセージ

や、本年 8月から10月下旬まで市内で開催された第12回全国都市緑化フェア

の会場内の写真 100枚など、その他折々のトピックスも提供しているという

ことであります。

そこで、当市においてもこのインターネットを利用して、広域的な観光拠

点としての情報を提供してみたらどうかというように思います。例えば、市

の観光行事情報や花の情報、施設の情報、魚釣りの情報、トピックスまで考

えますと、当市が PRする内容は豊富にあると思います。そこで、インター

ネットを活用したらどうかと思いますが、この件についてお答えをいただき

たいと思います。

次に、水道問題で・すが、これは私が議会でたびたび質問を繰り返してきま

した館野、九重地区の水道問題です。一部通水まであと半年になりました。

そこで、平成 8年 7月の南房総水道企業団からの通水については何ら問題な

くスムーズに進行できるのかどうか、また未給水地域の拡張計画は順調に進
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んでいるのですか、また水道料金の改定についてはどのように考えているの

か、あわせて御質問いたします。

私が申すまでもなく、水は人の命を支えていくものであります。そして、

文化の発展著しい今日、いまだに水道の給水ができないという話は余りにも

おくれ過ぎています。こうした議論をしているようでは、文化生活がおくれ

てお話にならないということであります。以上が水道問題でございます。

次に、川名岡地先バイパス交差点の交通安全対策についての御質問であり

ますが、この問題につきましては、先日聞きました支持者の懇談会におきま

して多数の人々から意見が出たものであります。つまり、船形駅の先から川

名聞を通り、バイパスを横断する道路についてであります。川名聞から市道

3069号線のバイパスへの出口が非常に危険である。特に、右折する際にヤシ

の木が角度によっては障害になって、走行車が全然見えない。このままでは

だれかが事故を起こしかねないという意見が多く出されたのであります。そ

の後、私が現地調査をしたところ、なるほど、この交差点をこのままにして

おいては非常に危険であると思ったわけです。富浦方面から来る車も全く見

えない状況であります。そこで、市として例えばカーブミラーをつけるよう

な対策はとれないものかと思うのですが、どうでしょうか。

今までの交通対策を見ると、死亡事故とか大事故などが起きないと、なか

なか市では対策を講じてくれないというのが一般市民の大方の見方でありま

す。ことしも交通事故死者が全国で 1万人を突破しようとしているのであり

ます。ぜひとも、交通事故を未然に防ぐ意味からも、先ほど申し上げました

この点の対策を講じていただきたいと思うものです。

以上、御質問申し上げました。御答弁によりまして再質問をさせていただ

きます。

。副議長(山中金治郎君) 午前の会議はこれにて休憩とし、午後 1時再開

といたします。

午前 11時45分休憩

午後 1時o3分再開

。副議長(山中金治郎君〉 午後の出席議員数16名、休憩前に引き続き会議
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を聞きます。

脇田議員の質問に対する答弁を求めます。

圧司市長。

(市長庄司厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) 脇田議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1の第 1点目、国の財政危機についてどう思うかとの御質問でご

ざいますが、国の財政につきましては、平成 7年度末の公債残高が約 221兆

円に達する見込みであり、国債費が政策的経費を圧迫するなど、構造的にま

すます厳しさを増してきております。これに加えて、平成6年度決算におき

まして国税収入が4年連続して減少するなど、国の財政をめぐる状況は一段

と深刻さを増してきております。このような状況下、地方におきましでも、

地方交付税を初め、地方税収入、地方債等につきまして影響が懸念されてお

ります。

第2点目、平成 8年度の館山市の財政見通しはどうかとの御質問でござい

ますが、歳入面で一般財源の根幹となります市税収入の伸びが見込めない一

方、歳出面では人件費、扶助費、公債費等の義務的経費の増が確実に見込ま

れることなどから、投資的経費に向ける一般財源の確保が課題となってきて

おりまして、極めて厳しい財政状況になるものと見込んでおります。

第3点目、補助金は適正に運用されているかとの御質問でございますが、

補助金につきましては、予算編成に当たり、見直しの指針を示す中で、公益

上の必要性、効果等を十分に検討し、予算に計上したものであり、館山市の

補助金等交付規則に基づき処理されておりますので、適正に運用されている

ものと考えております。

次に、大きな第 2、県の将来整備方針と市の計画の整合性についての御質

問でございますが、御案内のとおり、現在千葉県では平成8年度を初年度と

する次期 5カ年計画を策定中でございます。館山市といたしましては、この

計画策定に関し、当地域の特性を生かしながら、市の活性化に必要な各施策

についての要望や協議を行ってまいりました。また、市の次期 5カ年計画に

つきましては、県との整合を図りながら策定しているところでございます。
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次に、海岸環境づくりについての御質問でございますが、現在千葉県が事

業主体で進めております人工ピーチを核とした高度で多様な海浜空間の創出

を目的としたピーチ利用促進モデル事業につきましては、この事業の基本構

想検討委員会等で館山市として十分意見を申し述べており、館山市の目指し

ます海洋性リゾートタウンのまちづくりに整合した事業と考えております。

次に、高等教育機関立地等についての御質問でございますが、県の整備計

画との整合を図りながら、地域振興に寄与し得る個性と特色ある高等教育機

関の誘致について可能性を検討してまいりたいと考えております。

次に、広域観光のサービス拠点についての御質問でございますが、千葉県

において高規格道路周辺部への観光案内や観光物産センタ一等の広域観光サ

ービス拠点の整備が検討されており、館山市といたしましでもそれらの設置

を要望しているところでございます。

次に、大きな第 3、マルチメディアを活用して世界へ情報を発信してはど

うかとの御質問でございますが、インターネットがマルチメディア社会の情

報インフラの 1っとして、また情報コミュニケーションの有力な手段として

地球規模で発展しつつありますので、館山市におきましでも、行政情報、観

光イベント情報、国際交流等、幅広い分野での活用について検討を進めてい

るところでございます。

次に、大きな第 4の第 1点目、南房総広域水道企業団の通水時期の問題に

ついての御質問でございますが、一部送水管の用地交渉に時間を要しており

ましたが、平成 8年10月には通水できる見込みであると説明を受けておりま

す。

第2点目、館野、九重地区の未給水地域への拡張計画は予定どおり進んで

いるのかとの御質問でございますが、未給水地域であります館野、九重地区

の配水本管につきましては計画どおり進んでおります。

第3点目、水道料金の改定はどのように考えているのかとの御質問でござ

いますが、館山市水道事業では、第 3次拡張事業等により事業費用の増加が

見込まれます。現行料金は昭和60年以来10年間改定しておりませんので、水

道事業の健全な財政運営を図るため、いずれ水道料金の改定をお願いせざる
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を得ないものと考えております。

次に、大きな第 5、JlI名岡地先バイパス交差点の交通安全対策についての

御質問でございますが、現在同交差点には一時停止の規制標識、道路標示及

び交差点ありの警戒標識等が設置されております。今後さらに事故防止策に

ついて関係機関と協議してまいりたいと考えております。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) では、少し質問させていただきます。

国の財政が厳しい中での予算措置だと思いますけれども、先ほども言いま

したように 220兆円以上ということでありますけれども、これは国民 1人当

たり一一借金ですか、 173万円ぐらいかな。ちょっと私の計算は違うかなと

思うんですけれども、大体 173万円ぐらい、要するに子供から大人までを含

めて 1人当たり約 173万円の借金をしている、そういう計算になると思うん

ですけれども、また 8年度の予算から見ますと約 3倍、当初予算から比べる

と約 3倍の赤字国債の発行だ、そういうふうに思っております。それで、今

後さらにこれは拡大を続けるのではないかと思いまして、当初予算の 5分の

1以上が借金の利払いに消えていく、借金払いに消えていくんだという現状

であります。

当市においても、 6年度の決算で見ますと、特別減税やいろんな影響でマ

イナスとなっておりますけれども、この分は地方債で補てんされております。

今後景気の回復の兆しがなかなか見えない状況下にあって、この 8年度も県

税や、あるいは市町村税が前年より落ち込むのではないかという考えを持っ

ている方もおります。

そこで、当市の予算編成に当たって、 8年度の財政見込みということで、

県の方はそれに対して、事務事業に対して見直しということで何点か挙げて

おりますけれども、その中で、県の見直しの中で、単独事業は原則として平

成7年度当初予算の範囲内とするという、 1点目にこういうふうに言ってお

ります。それと、 2点目に物件費は 7年度対比10%減とする。食糧費につい

ても10%減、維持、修理、その他消費的経費も 10%減にする。そういうふう
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に、財政当局が各課の予算要求に対してこういうふうな指針を持って、査定

前に予算要求をしてくるようにということで一これは県の方ですけれども、

当市もやっぱり財政上いろいろ問題があります。また、いろいろ私も聞いて

はおりますけれども、今回の、要するに平成 8年度の財政編成に当たって、

財政課としてどのような考え、要するに担当課に対してどのような指示を出

しているのか、まずその点をお聞きしたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) ただいまの御質問でございます。平成 8年度の

予算編成に当たって、どのような方針を各課に出しているかという御質問で

ございます。これは、 10月13日付で平成 8年度の予算方針ということで、市

長と私と財政課長名、それぞれそういう形で出しているわけですけれども、

この中で趣旨としましては、予算全般について、従来にも増して根本から見

直す基本姿勢に立ちまして、経常経費の一層の削滅合理化、これを図るとと

もに、各種施策の実施に当たりましては、投資効果あるいは緊急度あるいは

必要度、こういったものを十分勘案しまして、限られた財源を重点的、効果

的に配分するよう、そういう方針を出したわけでございます。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 厳しい財政事情ですから当然のことだと思います

けれども、それでここ数年を見てみますと、予算も事業をやっておりますか

ら大分膨らんできておりますけれども、来年度の当初予算、要するに 7年度

と8年度、これは一今まで何年かは要するに税収の伸びを含めて当初予算

はプラスになってきておりますけれども、今回水道事業のところで出資債、

市債がこれで終わりになるんですけれども、その部分で 7年度と 8年度の当

初予算のプラス・マイナスというところはどのような一一伸びがあるのかな

いのか、その点ちょっと伺っておきたいと思いますけれども。

。副議長(山中金治郎君) 総務部長。

。総務部長(神子純一君) 平成 7年度に比べて、平成 8年度の予算規模と

いいますか、伸びはどうかという御質問ですけれども、ただいま各課から予
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算要望を受けまして、現在その予算編成の策定中でございます。ですから、

今の段階でどの程度になるというのはちょっと申し上げられる段階にござい

ません。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) それでは、これは予算の問題ですから、本来でし

たら水道のところで質問していきたいと思ったんですけれども、先般全協で

も南房総広域水道の変更ということで示されましたので、少し私もわからな

い点がございましたので、この際お聞きしておきたいと思います。

といいますのは、御存じのように 2年度に企業団が設立されたわけです。

それと、事業そのものは 3年度から始まりまして、それでいろいろ物価ある

いは工法の関係で 5年度に変更、そして一挙に 580億に対して 199億を増額

したわけでありますけれども、今回、 7年度にその見直しということで、 91

億ですか、これが案として出てきたわけです。そこで、この水道の館山市負

担分についてお聞きしたいわけですけれども、出資金が、細かい数字はいず

れにしても、 75億、それと繰出金が、房総導水路と南房総導水路を合わせて

16億、合計91億という数字が館山市の負担額ということで示されております。

これは交付税措置なんかもあると思うんですけれども、あるいは県の負担を

引いて、実質館山市が負担するのは幾らになるんですか。

。副議長(山中金治郎君) 総務部長。

。総務部長(神子純一君) これにつきましては、先般全員協議会の中で南

房総広域水道企業団の関係につきましては御説明させていただいたわけです

けれども、その中で91億が館山市の負担として出てきた。そういう中で、今

脇田議員のおっしゃいますように、交付税措置、これがおおむね 2分の 1、

約半分が交付税措置される。単純に言いますと、 91億の45億程度が交付税措

置。残りにつきまして、全員協議会の中でも市長から話が出ましたように、

平成 7年度の増額分約 1億 5.000万、これについて、県との負担等について

これから協議に入る。そういうところで、ここで明確なーそういう流動的

な要素がありますものですから、ここで確定的に市分が幾らだ、あるいは県
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分が幾らだということは、ちょっと確定的な数字は申し上げることができな

いわけですけれども、 91億の半分が交付税措置、そのうちの残りの部分につ

いて館山市負担分と県の負担分、そういうところで、これからその中で協議

される、そういうふうに理解しております。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 県の負担分がどのくらいになるか、これからの協

議の結果ということですけれども、半分、約45億、そのうち県が負担ーま

さか半分ということはあり得ないと思うんですけれども、できればそうして

いただきたいなとは思いますけれども、そうしますと、なぜこのようなこと

を聞きますかというと、県の負担がはっきりすれば数字がはっきりあらわれ

てくる、市の負担分があらわれるわけですけれども、そのほかに最初の、大

多喜等広域施設の関係の当初の、一番初めの負担分が、利息の部分がまだは

っきりしていないから、これにまたその分が上乗せされるという数字になる

かなと思うんですけれども、例えば県が45億のうちの10億と仮に私が試算し

まして、仮に10億という数字が出た。そうしますと、約35億ですか。それに

利患を含めて、金利を含めていくと、 37億かな、 38億かなという数字がある

んですけれども、私が聞きたいのは、これは約30年間償還をしていくわけで

す。そうしますと、 37億、 38億に対してこれから償還していくにおいてー

ということは、財政を見たときに一一市の財政を私もちょっと調べてみたん

‘ 

ですけれども、市税収入だけ見てみますと一昭和62年から平成 7年までち ‘ 
ょっと調べてみたんですけれども、市税収入だけで昭和62年に50億、当初予

算ですが、それから平成 7年で63億、大体伸び率として1.25ーこれは滅税

20%措置がされておりますので、 7年と 6年、これは比較にならないかと思

うんですけれども、 5年度と比較してみますと1.29、市税だけの伸びがあっ

たわけです。といいますと、今後やはりこれから南房総の30数億の金を返済

していく上において、市の財政に対してどれほどの要するに影響力を及ぼす

のか、その点はどういうふうに認識されていますか。

。副議長(山中金治郎君) 総務部長。
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。総務部長(神子純一君) 今脇田議員の方から30数億という市の負担分を

試算された数値が出たわけでございまして、私どもの方もそういう 1つの試

算はしておるところでございます。特に財政運営において事務的に考えてい

かなければならないのは、やはり当面じゃなくて中長期的、そういった視点

からの財政運営にも心がけていかなくちゃいけないということは十分認識し

ておるところでございます。それともう一つは、税収の関係が1.数倍だとい

うお話がありましたけれども、これからの経済状況がどういうふうになって

いくかということにも私どもは非常に気を配っておるところでございます。

そういう意味から、この上水道につきましても、おおむねこの程度のこれか

ら負担が出るのかなという見込みを立てまして、そういう中で中長期的な財

政運営に心がけておるところでございます。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) ちょっと今数字的に出てこないかなとは思います

けれども、私の思っていることで、確かに景気が悪い。やはりその中で市税

収入が伸びない。その中でやはり大規模事業がこれからメジロ押しのわけで

す。病院建設にしてもそうですし、あるいは駅舎にしてもそう、あるいは下

水道にしてもそうですけれども、ますますやはり市の財政に対しての負担が

大きくなってくる。それにはやはり税収見込みをきちっと方向づけていかな

ければならないんじゃないか。ということは、やはり人口増、市税を納める

人たちというか、市の人口増が一番やはり大きな問題になってくるんじゃな

いかと思います。

そこで、工業団地も含めてそうですけれども、せんだって示されました案

で、市の将来整備構想、の中でちょっと私も疑問に思ったのは、当初の人口、

基本計画では館山市は 6万ということで設定してあったんですけれども、計

画が練られるたびにだんだん、だんだんその目標人口が下がってきているわ

けです。途中で 5万 6.000でしたか、それから今度は 5万 4.000でしたか、

そういうふうに数値的に目標がどんどん下げられてきているということは、

やはり何か一一ちょっと言葉上何ですけれども、何か館山市として本当に前
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に進もうというあれがあるのかなということがちょっと疑問にも思えた。と

いうことは、これからの市の財政ということを思うには、やはり税金を納め

てくれる人が多くならなきゃならないわけですけれども、その点はどのよう

に考えていますか。

。副議長(山中金治郎君) 永野企画部長。

。企画部長(永野 修君) 確かにこの定住人口というのは非常に大きな要

素でございまして、今もおっしゃいましたように税収のもととなるわけです

から、当然のことでございますけれども、御承知のように、全国的な規模で

いわゆる一極集中みたいな形が起こっておりまして、今後のいわゆる五全総

の中でも、多極分散という言い方が最近の新聞報道でも言われているわけで

ございますけれども、館山市としては、長期的にはいわゆる地域振興のウエ

ルネスリゾートパーク計画とか、あるいはビーチ利用促進モデル事業という

大きな事業を中長期的に進めながら、最終的には定住人口をふやすというこ

とになるわけですが、定住人口と同時に、やはり交流人口というもの一一い

わゆる館山市に人が来てもらう、そういうようなものを視点に入れながら今

後の市政の振興を図ってまいりたい、こういうふうに考えております。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 方向としてあれですけれども、なかなか結果が

一一この10年を見たときに、ますます先細りというような方向に進んでいる

ような気がしてならない。指導力というか、やはりきちっとした目標値を上

噛

の方に設定していくことも大事じゃないかと思います。 、
水道問題ですけれども、 1点、先ほどの答弁の中で、あと県との交渉とい

うことでありましたので、平成 5年のときの増に対しては県と交付税措置と

いうことでよろしいですか。

。副議長〈山中金治郎君) 水道課長。

。水道課長(谷貝 実君〉 平成 5年度の見直しによりまして、 17市町村の

出資金が約65億円増額されたわけで、 17市町村が一致団結しまして陳情等を

行いまして、原則的に 2分の 1相当額は市町村の出資債の返還に合わせて補

助するという約束がされているところでございます。
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以上です。

O副議長(山中金治郎君)

。 13番(脇田安保君)

13番脇田さん。

この点では皆さんが努力されまして、県と交付税

で見ていただくということでありましたけれども、今回の分に対してはこれ

からということです。その点で、館山市も水需要で大変困っておりまして、

これから県の方に陳情、お願いに行くということで全協のときにちょっと市

長からお話があったんですけれども、正式の場でその辺の決意なんていうも

のをひとつ聞かせていただきたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 庄司市長。

。市長(庄司 厚君) この水問題につきましては、当館山市が県南で最大

の水不足地域でございまして、昨年の 2月、 8月、本年の 8月、いずれも水

不足で、現状におきましても八幡、湊の水は館山市営水道をもって補ってい

るという、こういう状況であります。ほかの対策はないわけでございます。

でありますから、この南房総広域水道企業団の用水供給事業はどんなことが

あってもやらなきゃいかん。将来のこの地域のためにやらなきゃいけない問

題でございます。

しかし、この大きな資金、この前の 199億、今度の91億、余りに多うござ

います。この問題につきまして、来週になりまして、来週17市町村長が歩調

をそろえ、また安房、夷隅の県会議員 7人が歩調をそろえて、知事に面会し、

要望するというのが決まりました。来週お願いに行ってきます。どうしても

これを下げていただくし、また県の力強い支援のもとにやっていかなければ

一安定供給、安定給水ができないという状況では困りますし、また水が来

ましでも、繰り返しますが、県土の均衡ある発展という意味から、料金に大

きな格差があったんでは困りますので、そういうことをきちっとお願いして

いるということでございます。また御協力賜りたいと思います。よろしくど

うぞ。

。副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

。 13番(脇田安保君) 私の記憶ですと、この水問題は、市長もおっしゃ

いましたけれども、長年の懸案で、私も地元で、何度もその方向が方向変換
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されてきたことをこの議会でも取り上げてきましたんですけれども、南房総

になるときのいきさっというんですか、その辺は私の記憶では、導水路の事

業をしていくにおいて、市もダム計画などをつくりました。それを 1つには

中止して、そちらの方の事業に入ったわけですけれども、そのときに、私の

記憶ですけれども、県が主導的な立場でこの事業を進めるというような記憶

だったと思うんです。それが最初の計画から二転三転、このように事業費あ

るいはいろいろな経費の問題で値が上がってきたというか、工事費がかかっ

てきたということに対して、やはり県としでもある程度責任があるんじゃな

いか、私はそう思うんです。その点、今の市長の決意を聞きまして、とにか

く今後のーこの 7年度分もできれば県に全額お願いしてもらいたい、そん

なふうに思いますので、ぜひともお願いします。

次に移りますけれども、財政問題で、私もいろいろと調べて、予算書をひ

っくり返して、 10年間ひっくり返してみた、その中で、前回何遍か出ており

ましたけれども、 1つには、疑問というわけじゃないんですけれども、補助

金の問題があります。額的にはそんなに多くはないと思うんですけれども、

県も補助金については廃止、整理統合、補助率の減などの見直しを求めてい

る一一これは財政当局の言い分ですけれども、しているわけです。私はそも

そも、補助金を支出することは公益上必要がある場合に限られていると認識

しております。また、補助をする基本的な考え方は、自家の財力に余裕があ

る場合にその事業を助成し、もってその実態の公益を増進せしめんとする趣

旨である旨の行政事例があります。これはちょっと行政事例のところを読ん

だんですけれども、今議論している中で、館山市の財政もすごく一余裕な

んかとてもないわけです。この事例からいくと、あるときに助成というふう

な文言ですけれども、あります。

ですから、この団体を何団体かちょっと調べてみましたらば、例えば商工

会議所の場合、昭和62年のときには 650万でした。現平成 7年度、 5年度か

ら同じですけれども、 900万になりました。それで、平成2年、平成 3年、

平成4年と毎年度 100万ずつ増額されております。それと、全く増額されな

い団体もあります。これはやはり活動に対して補助しているのかなと思いま
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すけれども、私の認識は、補助金を出すには一各種団体の多くは大体任意

でつくられた団体だというふうに考えております。この団体の運営費は構成

員が本来ならば負担していって、この団体を運営していくのが建前じゃない

かなと思っております。補助金そのものは臨時的に補助するのが補助金では

ないか、私はそのように認識しているんですけれども、まず 1つお聞きした

いのは、商工会議所の毎年度増額されたのは、何か根拠があると思うんです

けれども、何かの活動範囲が広がったとか、あるいは何かこういう事業があ

ったからこれだけの額がふえてきたのか、その辺ちょっとお聞きしたいんで

すけれども。

。副議長(山中金治郎君) 総務部長。

。総務部長(神子純一君) 1点目の財源に余裕がある場合に補助金云々だ

という話がありましたけれども、これは地方財政法とか、あるいは地方財政

再建促進特別措置法の中での規定のことを脇田議員は言われていると思うん

ですけれども、これにつきましては、赤字の地方公共団体につきましては、

確かに御指摘のとおり、補助金ということは制限されている、この中で規定

があるわけでございます。当市の場合には、赤字団体でございませんので、

その範囲の中で支出をしている状況です。

それともう一つ、これは一般論ですけれども、補助金の今の 2点目の質問

の一般論になるわけですけれども、例えば増額されているものと、あるいは

全く 10年間変わりないものということがあるんですけれども、これにつきま

しては、育成するという、そういう 1つの必要性といいますか、育成指導と

いうか、そういう必要性のある聞はこういった形で補助金を支出している。

一般論で申しますと、そういうことで補助金は支出する、こういうふうに御

理解をいただきたいと思います。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 商工会議所の補助金についてお答えをいた

します。

この10年、若干ず‘つふえてきているわけでございますが、これは事業の量
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がふえてきている。御承知のように、商工会議所は商工会議所法に基づきま

す特別認可法人ということで、園、県からの負担金といいますか、それが大

半一一 6割ぐらいになると思いますが、その負担残につきまして、市の方で

3分の 1をめどに予算の範囲内で補助をしている、こういうことでございま

す。

以上です0

0副議長(山中金治郎君) 13番脇田さん。

@1 3番(脇田安保君) 細かいことをお聞きしたいと思ったんですけれど

も、時間がなくてあれですけれども、この問題はまた機会がありましたとこ

ろで細かくしていきたいなと思います。

いろんな問題を質問したかったんですけれども、一つだけお聞きしておき

たいのは、インターネットのことを 1点お聞きしておきます、時間がありま

せんから。検討を進めていくということでありますけれども、千葉県内では

千葉市だということであります。これは世界的に本当に簡単に情報が得られ

る、また瞬間、瞬時にその情報が得られるということが大きな魅力で、こと

しですか、すごく爆発的な人気でパソコンも売れている。ということは、私

もちょっと見たりしますと、若者から年配者までがそれに携わっておりまし

て、すごく活気を見せているというふうな記事も読みました。それで、これ

からの情報化時代のときに、やはり館山市としても先取りしてこういうもの

をやって、多くの人たちにそれのアクセスをしていくということで、検討し

て進めているということでありますが、来年やるということで認識してよろ

しいですか。

。副議長(山中金治郎君) 企画部長。

@企画部長(永野 修君) 企画課としては、先ほども御答弁申し上げまし

たとおり、いろいろな情報を発信したいというふうに考えておりまして、今

現在予算査定中でございますので、それが通ればやっていきたい、こういう

ことでございます。

。副議長(山中金治郎君) 以上で13番議員脇田安保さんの質問を終わりま

、J

、砂

す。
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次に、 3番議員三上英男さん。御登壇願います。

(3番議員三上英男君登壇)

。3番(三上英男君) 通告により質問いたします。

9月議会におきまして提案いたしました市職員採用試験の面接官を民間よ

り登用することを再度提案いたします。前議会ではその必要なしとのことで

一蹴されてしまいましたが、私はいまだその必要性を感じております。今回

は市職員の採用はありませんでしたので、例えばの話で、広域の消防職の採

用試験をもって質問させていただきます。

1次募集による採用が12名でした。そして、その合否の発表がないうちに

5名の追加募集があったように恩われます。理由は退職者が出たためである

ということですが、何か釈然としないところがあります。私は就職を前にし

た子供を持つ親御さんと話をしている中で、これら就職に関して、有力者の

名前を出すのが一番だということを聞いて驚き、しかし、やはりそうかと変

な納得をしたものです。今日のような社会情勢では、コネを使ってでもよい

ところへ就職したいと思うのは人情といえば人情ですが、なかなか否定でき

るものでもないと思います。今回の追加募集がコネのためのものであるとは

思いたくはありませんが、かといって、これも全面的に否定できるものでも

ありません。

今までは広域の消防職の採用試験を例に述べてきましたが、館山市が今後

職員採用に当たってコネなどが一切ないと言い切るためにも、現在の密室化

した体制に手を加える必要があろうかと思います。市長の答弁と私の意見が

水かけ論に終始しないためにも、前向きのお答えをお願いいたします。

次は開発と環境保全についてでありますが、先般、全員協議会におきまし

て残土の不法搬入を行政側にただしましたところ、十分な答えを得るに至り

ませんでした。そこでわかりましたことは、これに対して行政側の対応が実

に遅く、また指導力も弱いということでした。行政指導の中には現況復帰と

いうのがあろうかと思います。現況に復帰せよというような命令があろうか

と思いますが、これはどの時点で現況復帰をせよと命令を出すのか。長々と

この違法行為を見逃しておきながら、もとに戻せと言ってもできるものでは
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ないわけで、結局やり得ということになってしまうのではないでしょうか。

今回の全員協議会で問題になった事例においては、まず中止命令を出し、作

業をとめる必要があったのではないでしょうか。

私は先日、岡田地区で残土の処分場の計画が出ているというので、見てほ

しいと言われ、現場に行ってきました。既に立派な道路ができておりまして、

約 200メーターぐらい山の上から下に向かつて延びておりましたが、この道

路をつくるに当たっても、既に相当量の残土が処分されたのではないかと考

えております。このような現場を見ますと、館山市の谷という谷が残土処分

場になってしまうのではないかと危倶されるものです。

市長にお伺いいたします。市は、残土条例に違反しない限り、無制限に残

土を受け入れるお考えでしょうか、お答え願いたいと思います。

開発に当たりましては、自然環境を保全しつつ行うことが大切であること

は言うまでもありません。しかし、なかなか現状はそうはいかず、一度開発

の手を入れると、樹木は伐採され、地肌は削られるということになり、なか

なかもとどおりに復帰することは困難な状態になってしまいます。青い海、

豊かな自然、これをうたい文句にしている館山市は、開発に当たって、条例

はもとより、潤い、優しさ、これなどの精神面にまで及んだ考えを持って開

発を進めなければならないと考えております。市長の御所見をお願いいたし

ます。

続きまして、 8年度の予算要望に当たりまして、小規模の事業について。

私は、 8年度の予算要望書を提出するに当たりまして、地区区長、学校、そ

れらを回り、それぞれ意見を伺いました。その大部分は小規模な事業であり、

市の多少の援助があればできるものであります。例外的なものはありました

が、大部分がほんのわずかの援助があればできるというものでありました。

こんな簡単なことなのに、なかなかやってくれないという不満がよくあるわ

けですが、このような小規模な事業に対して市はどのように対応していただ

けますでしょうか。

しかし、小規模事業といえども、数が多くなれば財政的に無理なことは重

々わかっております。現在の館山市は大きな事業を複数で同時に進めており
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ます。このような財政的に逼迫している中でのことでありますので、皆さん

無理は言わないと思いますが、この細々とした生活に密着したことまで神経

を行き届かせて行政を進めていくということがやはり大切じゃないかと考え

ております。市長のお考えをお聞かせいただきたいと思います。

それから、補助金の件につきまして、これは脇田議員から詳しくお聞きし

ましたが、また私なりに少し言わせていただきます。景気低迷の折、税収の

伸びは期待できず、予算編成には大変御苦労されていることと思います。向

こう 5カ年計画では、財政規模は 880億、単年度単純計算では 176億という

ことで、これは先ほどの説明の中にありましたが、財源的には難しいことだ

と思っております。

私は 9月議会で決算委員に選任され、 6年度の決算書を見る機会を与えら

れました。その中で自についたのが補助金、負担金という項目であります。

負担金というのはそれぞれ負担するということで、各自治体関係いろいろあ

って、負担金そのものについてはなかなか一私は今勉強不足でありますの

で言いませんが、補助金が先ほど脇田議員が言いましたように適正に支出さ

れているかどうか、これはもう一度見直してみる必要があろうかと思います。

今まで習慣的に、慣行的に請求されていたものをそのまま前年度の実績を踏

襲するような形で出しておるということがなかったのかどうか。こういう見

直しをしていく上でどういうふうな方策をとっておられるか。

以上、これをもちまして質問を終わります。再質問の必要がありましたら、

また再度質問させていただきます。

。副議長(山中金治郎君) 庄司市長。

(市長圧司 厚君登壇)

。市長(圧司 厚君〉 ただいまの三上議員の御質問にお答えいたします。

まず、大きな第 1、市職員採用試験の面接宮に民間人を登用してはどうか

との再度の御提案でございましたが、これは 9月議会でお答えいたしました

とおり、館山市におきましては極めて公正かっ厳正に実施しておりますので、

試験官の民間登用は考えておりません。

また、追加の採用が必要になった場合でございますが、これも公務員でご
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ざいますから、厳正な採用試験が必要でございます。そういう場合には、そ

の状況により対応いたします。

大きな第2の開発と自然環境保全についての第 1点目、残土の処分場の許

可条件についての御質問でございますが、一般的に残土と言われております

のは、廃棄物ではない土砂等の通称でございまして、残土の持ち込みにつき

ましては法的に規制することはできませんが、周辺地域等に被害を生じさせ

ないよう、安全対策を含めまして、適正処理に向けて残土条例の運用に努め

てまいりたいと考えております。

次に、大きな第 3の8年度予算編成についての第 1点目、市民生活に密着

した小事業の対応はどのように考えているかとの御質問でございますが、平

成8年度予算編成につきましては、市民生活の向上を基本に、事業の緊急性、

必要性を考慮しながら対応してまいりたいと考えております。

第 2点目、補助金の見重しについての御質問でございますが、先ほど脇田

議員に答弁申し上げましたとおり、毎年度見直しを図っておりますので、御

指摘のような問題はないものと、適正に執行されていると考えております。

これで市長答弁は終わりますが、なお、先ほど広域圏についての御意見が

ありましたので、広域圏の理事長としての責任上、一言お答えさせていただ

きます。

今回、安房広域圏の消防についての採用をいたしました。これは、 3年前

から週休2日制に備えまして年次計画で補充しているものでございまして、

今回12名募集いたしまして、 12名決定いたしました。これにつきましては、

昨年の春、 3年計画の 3年目として、この数が必要であるというので採用い

たしました。今回の再募集 5人は、その以後、自己都合その他の退職予定が

出まして、退職予定があった場合には再募集するというのを昨年の早くに決

めておきまして、途中での採用予定の変更は一切しないと発表したとおり、

住民に約束したとおり、きれいにやるということでございましたので、 12名

募集しまして、今回再募集で 5名ということでございますので、御了解賜り

たいと思います。

なお、御意見の中にございました何とかの関係とか関連とか、そういうこ
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とは一切ございません。実に厳格、適正にやっておりますので、この点だけ

は再度私の方から御報告させていただきます。御了解賜りたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 3番三上さん。

。 3番(三上英男君) 私はこの通告の中で水かけ論に終わらないような御

答弁をお願いしたいということでお願いしました。というのは、あるないで

はいつまでたっても終わらないわけで、何かしら試験官の体制を変えるとい

うような必要を私は感じておるわけです。ですから、私は民聞から 1人登用

してその透明度を高めるということを主張したいんですが、それでなかった

らば、合格された方の成績を発表するとか、そういったことまで私は主張し

たいと思います。プライパシーの問題とか言うと、すぐに皆さんはプライパ

シーだからもうそれ以上のことは言えないんだということを一全般の人は

プライパシーを尊重します。だけれども、 12名の採用に当たって61名受験し

たわけですので、 13番目、 14番目の人はどういう気持ちでいるのかなという

気がするわけです。ですから、あくまで現体制でいくとしたら、やはり成績

を発表する、氏名は何かしらの公的な一広報等、そういったもので公表す

るというようなことを望むわけですが、いかがでしょうか0

0副議長(山中金治郎君) 助役。

。助役(小幡清之君) まず、先ほどの御質問で述べられた中で訂正をさせ

ていただきます。館山市は採用がありませんでしたということでしたけれど

も、 3人採用でございます。土木技術職と水道の企業職員、 3名採用でござ

います。

それと、密室でというお話がございましたが、第 1面接室、第 2面接室、

市長が面接、それから私と総務部長と総務課長、 2回にわたって面接をやり

ます。それぞれが採点します。ちゃんと私どもは応接室で、面接室と表示を

しますし、そういうことで、決して密室でやっているわけではないというこ

とをはっきり申し上げたいと思います。その上で、 4人が合議制でやってい

ますので、 1人の意見でどうこうということではございません。ですから、

現体制で変えないという考えでございます。

。副議長(山中金治郎君) 庄司市長。
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。市長(庄司 厚君) 広域圏の理事長としまして再度。

広域の場合の試験というのは、試験問題を我々はっくりません。私は問題

を見たことがありません。これは専門業者が東京の方から来てやります。こ

れは全国の試験をやっている専門業者で、持っていってしまいまして、全部

コンビュータへ入れてしまいますから、操作する余地はありません。そうい

う筆記試験が 1つ。それから、作文が 1つございます。これは専門官に見て

もらいます。それから、体力テストがございます、消防の場合は。走ったり、

腕立て伏せをやりましたり、土のうをかけたり、そういうの。さらに、身体

検査も一一健康でなきゃいけません。そういうものをクリアしていきますか

ら、だれが13番目、こういうのはわからない。いろいろありますので、固定

するわけにいきませんし、非常に厳格にきちっとやっているということを再

度繰り返させていただきます。御了解いただきたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 3番三上さん。

。 3番(三上英男君) この件に関しては、不満でありますが、また何かの

機会をとらえてさせていただきます。

それから、次に残土の件につきまして、御答弁の中には法規制はないとい

うことでしたが、私はこの残土に関しては見境がつかない。残土であるのか

産業廃棄物であるのかというそのつかないものが運び込まれる。そのときの

検査体制、これはどのくらいの期間、またどのくらいの量をお考えになって

おりますでしょうか。

。副議長(山中金治郎君〉 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 土質のチェックでございますけれども、ま

ず搬入する際、一番最初にその検査書を提出をしていただきます。どのくら

いの期間ということでございますが、量的な部分を見ながら、必要に応じて

再度提出させるというような指導をしております。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 3番三上さん。

。3番(三上英男君) いろんなところを見てみましでも、ちょっと 1回初

めに検査して、もう 1カ月も 2カ月も同じだというようなことはちょっと考
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えにくいんですが、これから私の地区の岡田地区で行われようとしていると

ころは約 1万平米予定しておるということですけれども、それも 2万平米の

ところ 1万平米やって、隣地の承諾を得ないでやるんじゃないかという話で

す。そうしますと、それだけのところへ運び込む土が 1回の検査でパスとい

うことはちょっとだれが考えてもおかしいんじゃないか。せめて、本当を言

いますと 1週間に 1回、それもいろんなところからサンプルをとるというよ

うな形をとってもらいたいと思いますが、そのようなお考えはありませんで

しょうか。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) そのサンプルのチェックですか、その頻度

でございますけれども、今三上議員さんの方から 1週間程度というふうなお

話でございますが、具体的に今どの程度の頻度というようなお答えはちょっ

とできかねますけれども、やはり土質が目視でもって変わるというような部

分もチェックできるわけでございますので、必要に応じ、おかしいというよ

うなときには、当然これはそういう土質検査を求めていく。それと、市の方

としても、業者のそういう検査だけではなく、頻度は当然違ってまいります

けれども、市の方でもそういうチェックをしていく、そういう考えでござい

ます。

以上です。

。副議長(山中金治郎君) 3番三上さん。

。3番(三上英男君) この間の全員協議会のときには、行政側からだれが

考えてもストップしてもらいたいという時点でまだストップがかからなかっ

た。いろんな点でちょっと対応のおくれが目立つわけですが、この岡田地区

におきましでも、さっき言いましたように、 200メーターぐらいの道路がも

うできちゃっておって、それでいいですかもないものだと思います。何のた

めに道路をつくったのか、そのときからもう既にそれは何のためであるか、

またその道路をつくることも 1つには問題じゃなかったのかということです。

ですから、余りにも行政指導が遅い。

それと、現況に復帰せよという命令を法的に出さなきゃいけないという時
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点が生じるかと思いますが、これはもう現況復帰してもらいたい、現況復帰

せよという、そういったことをどの時点で、またおやりになる考えがあるか

どうか。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 現状復帰ということになりますと、いろん

な手続等も全くなしに、また非常にそのまま放置された場合に危険である、

総合的な判断の中で考えていくということになろうと思います。仮にという

御質問でございますので、具体的にはお答えできないわけでございますが、

だれが見ても、客観的に見ていわゆる違法であり、周囲に大きな影響、悪い

影響を及ぼすというような状態が想定されるのかなというふうに私自身は考

えております。

以上です。

O副議長(山中金治郎君) 3番三上さん。

。 3番(三上英男君) それでは、ちっとも問題がないということで、谷と

いう谷がどんどん、どんどん埋め立てられるということが起こってきても、

これはもう仕方ないんだというように判断しているわけですが、現場をごら

んになればわかるように、ーたびそういうことをやると一一今のやり方とい

うのは我々が考えているような埋め立てじゃありません。必要なところだけ

埋めるんじゃなくて、それにしかかる前段階の工事がすごく大きいわけで、

その埋め立てる場所が法的にどうのこうのって、問題ないといっても、あの

山の上から下まで道路をつくって、それを 1日何十台というダンプが通る。

環境破壊は相当のものがあると思うんです。ですから、そういった総合的な

ことということで見ると、やっぱり問題があるということになろうかと思い

ます。

ですから、私は今のお答えの中でもう大体わかりました。その残土条例を

クリアしていれば、もうそれは仕方ないんだということで、大体わかりまし

た。ですから、それ以外にじゃ住民に対する不安とか何とかを取り除くー

ほこりが立っていけないとか、大雨が出て崩れたらどうするのかなといった、

そういった不安なんかを取り除くためには、行政側は業者に対してどうやっ
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て指導していったらいいか、そのことだけお伺いして、この件については終

わりたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) まず最初の粉じんといいますか、砂じんと

いいますか、その件でございますが、残土につきましては、館山港に上がり

まして、それからその処分する場所へと運搬されているわけでございますが、

特に人家が連櫓しておりますところにつきましては、業者サイドに路面の清

掃等を一これは業者の方で自主的にそういう清掃車を購入いたしまして清

掃をし、極力その影響を抑えている。場所で申し上げますと、海岸道路でご

ざいます。西之浜からちょうど安房博物館のあたりの区間になろうと思いま

すが、清掃をしております。

それから、処分場のいわゆる崩壊の危険というようなことでございますが、

これは残土条例の許可基準の中に、そういう必要な措置を講じなければなら

な ~\o 要するに、そういう崩壊するような事態の生じないような措置を講じ

なければならないということで、事前に許可基準の中でそういう構造的な問

題はチェックしている、こういうことでございます。

以上です。

O副議長(山中金治郎君) 3番三上さん。

。3番(三上英男君) 注意深く私は見ていきたいと思いますので、行政側

にとりましでもおくれのないような対応をお願いいたしたいと思います。

次に、小事業のことについて、予算措置等を含めまして御質問いたしたい

と思います。私が駆け回ってみまして、意見として多いのは、やはりカーブ

ミラー、道路の破損、それから排水路の詰まりとか壊れだとか、神余小学校

あたりだとフェンスが壊れているというようなこともありましたけれども、

これなんかほんのわずかなお金だと思うんですが、それと最近、県道はよく

草を刈るんですが、市道の路肩の草刈り、これなんかが手不足もあって、道

に覆いかぶさるようにしているところが見えるんですが、市道ですので市の

方でお願いしたいというような要望もありました。財政的に苦しいことはわ

かりますが、市民の方の中には、北条海岸がきれいになるよりもうちの前が
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きれいになった方がいいという人がたくさんいますので、北条海岸のピーチ

も大切なことですが、そのようなことにも十分な配慮をしていただきたいと

考えております。大体御答弁はわかると思いますので、これはこれでよろし

いと思います。

それから、補助金の問題ですが、適正に支出されているということで、了

解いたしております。大体平成 6年度の補助金の総額が、私が補助金として

あったところを集計してみましたところ、 4億1.500万ありましたけれども、

思ったより少ないなという一一これは感じとして10億ぐらいあるんじゃない

かなと思ったら、 4億でした。その中に大きな1.000万からのやつもあるし、

9.000万ぐらいのもありました。それは単年度の何かの事業に対しての補助

金でしょうからあれですけれども、団体あたりで、もう大した活動をしてな

いんじゃないかなというようなところにも一既得権と私は書きましたけれ

ども、去年もらっていたからことしももらうよというような、こういった形

の補助金があるとしたら、やはり見直していってもらわなければならないと

考えております。

また、これは補助金じゃありませんが、負担金と分担金というやつも、こ

れもちょっと多いです。 18億 5.600万。中には会議等負担金なんであるんで

すけれども、これはもうちょっと詳しくこれからは考えていかなきゃいけな

いと思っております。たしか会議に行ったときの負担金があると思いますが、

ほかにも会議に行ったときの負担金というのは払っておるのに、何となく漠

、，

然とした形で会議等負担金なんて書いて支出しであるということになります 、
と、おやと思うところもあるんですが、これが、負担金が総額18億 5.600万

ということであります。

ですから、脇田議員と重なってあれですが、補助金の取り扱い、これに一

考を要するんじゃないかなという気がいたしました。これだけひとつお聞き

して、質問を終わりたいと思います。

。副議長(山中金治郎君) 総務部長。

。総務部長(神子純一君) 補助金等の問題につきましては、先ほど市長の

答弁のとおりでございますけれども、あえて私の段階からも言わせていただ
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きますれば、公益上の必要性、そういったものについて予算査定時には十分

チェックしまして計上しているわけでございます。今後につきましても、三

上議員の御指摘のことにつきましては、そういう面からも真撃に受けとめま

して、予算の執行をしていきたいと思います。

以上でございます。

。副議長(山中金治郎君) 以上で 3番議員三上英男さんの質問を終わりま

す。

暫時休憩いたします。

午後 2時 19分休憩

午後 2時 42分再開

(議長、議長席に着くう

O議長(辻田 実君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

20番議員神田守隆さん。御登壇願います。

(20番議員神田守隆君登壇)

@20番(神田守降君) 既に通告をいたしました 4点についてお尋ねをい

たします。

第 1点は、建築物等の耐震診断を進める問題についてでございます。阪神

大震災から 1年近くがたとうとしています。阪神大震災は、私たちの防災対

策を考える上でたくさんの問題点を明らかにしたと思います。特に、たくさ

んの建築物が倒壊し、その下敷きになって圧迫死した方が大変多かったこと

は、忘れることのできない重要な問題点でありました。事実、国会において

は住宅の耐震診断、補強の強化促進に関する法律の制定が審議されていると

聞きます。

また、そうした国の動きを待つまでもなく、独自の施策として、横浜市で

は全国に先駆け、いち早く、一般の木造家屋の耐震診断を促進するため、無

料耐震診断制度を発足させました。今年度分1.000軒とし、この10月から申

し込み受け付けを始めましたが、わずか 1カ月で 500件を超える申し込みで、

予想を上回る大きな反響があったとしています。関東大震災で、横浜市では

激しい揺れでたくさんの家屋倒壊を招き、大被害を出しました。阪神大震災

-63 -



を機に、地震に強い安全なまちづくりが市民の大きな関心になっていたから

だと思うのであります。

この横浜市の制度で無料耐震診断の対象となる建築物は、木造個人住宅で

2階建て以下、延べ面積 200平方メーター以内、昭和55年以前に建築された

ものとなっていますが、横浜市では約29万軒もこの対象になるということで

あります。ごく普通の個人住宅がこの耐震診断の対象になっているわけであ

ります。

この制度を発足させるために、横浜市は建築士や建設業などの関係団体の

協力のもとに講習会等を開催し、 540名の耐震診断士の養成を行い、体制を

整えました。耐震診断は、市が市民から申し込みを受け、これらの耐震診断

士の方々に市が委託をするわけであります。その費用は 1件当たり 2万 5，0 

00円でありますが、この費用は全額市で負担し、市民には無料となっている

わけであります。

館山市は関東大震災で大被害をこうむりました。那古、北条、館野、九重、

館山、船形など、地震の激しい揺れで一瞬にして家屋が全壊、その被害率は

9割にもなるという、まさに全滅とも言うべき状況でありました。このとき

の被害の状況と照らし合わせて、今でも館山市内の住宅が建つ地盤の多くが

地震に大変弱い地盤であることを考えなければならないと思うのであります。

館山市にとって、家屋の耐震診断を行い、必要な耐震補強をしておくことが

安全なまちづくりの最重要ポイントではないでしょうか。しかも、地震はあ

す来ても決しておかしい状況ではありません。一刻も早くそれらを実施する

ことが求められるのではないでしょうか。横浜市の実施したこの無料耐震診

断制度は、館山市にとって求められている先進的な施策として大いに研究し、

取り入れていくべきではないかと思うのでありますが、いかがお考えになり

ますか、お聞かせをいただきたいと思います。

次に、庁舎や学校等の公共施設の耐震診断をどう進めるか、お尋ねをいた

します。公共施設の耐震診断を進めるに当たって、建築年代やその建築物の

地盤によって倒壊危険度の高い建築物、さらにまたその建築物の用途によっ

て早急に耐震診断を求められるものなど、公共施設の耐震診断を進めていく
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上で考えなければならない点があろうかと思うのであります。

既存建築物の耐震性の向上の促進等に関する通達がことしの 3月29日に出

されておりますが、これによれば、特定行政庁は耐震改修促進実施計画を作

成するものとし、その中で、耐震診断を行うべき建築物の選定及び重点的に

耐震診断を誘導すべき区域の設定、あるいは耐震診断を行うべき建築物の選

定のための台帳の整備、巡回指導の実施等を指示しています。市内の多くの

地域が関東大震災の大被害を経験した地域として耐震診断を誘導すべき区域

になるべきであると思うし、また、だからこそ市内の多くの公共建築物が耐

震診断を行うべき建築物に選定されるべきと思うのであります。特定行政庁

が作成する耐震改修実施計画に対して、市としての意見を十分に反映させて

いくことが求められます。庁舎や学校等の公共施設の耐震診断をどう進める

べきとお考えなのか、お聞かせをいただきたいと思います。

次に、市営住宅の耐震診断についてお尋ねをいたします。市営住宅は、市

がいわば大家であります。入居者の安全を図る責任があります。具体的な計

画を立てて耐震診断を行い、住宅管理責任を果たすべきであります。木造市

営住宅の耐震診断はもちろんのことでありますが、同時に 3ないし 4階建て

の中層建築物の市営住宅は、萱野、船形、那古、真倉とありますが、真倉以

外はすべて昭和55年以前の旧耐震基準による建築で、既存不適格建築物であ

ります。阪神大震災では、これらの旧耐震基準の既存不適格建築物に被害が

集中いたしました。これら建築物の耐震診断を急ぐべきと思うのであります

が、どのようにお考えでありましょうか。

次に、大きな第 2点、核兵器使用禁止と平和都市宣言をした館山市の立場

についてお尋ねをいたします。去る 11月の 7日、オランダ・ハーグ市にある

国際司法裁判所の大法廷の公聴会が聞かれ、長崎市の伊藤市長と広島市の平

岡市長が証言に立ちました。原爆で黒焦げになった子供の写真を掲げ、伊藤

長崎市長はこの子らに何の罪があるというのでしょうかと訴えました。核兵

器の使用、威嚇は国際法に違反するかどうかを審理する場で初めて被爆の惨

状が語られ、大きな反響を巻き起こしたのであります。平岡広島市長は、市

民を大量、無差別に殺傷し、今日に至るまで放射線障害による苦痛を人間に
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与え続ける核兵器の使用が国際法に違反することは明らかですと、きっぱり

と言い切りました。お二人の市長の証言は、被爆地のその声を代表するもの

として、また唯一の被爆国である日本国民の声を代表するものとして、大変

感動的なものでありました。

これに対して、日本政府代表の陳述は全くひどいものでありました。国際

法に違反するかどうかの審理であるにもかかわらず、とうとう日本政府代表

は核兵器の使用、威嚇は国際法違反だとは一言も言いませんでした。それば

かりか、広島、長崎の 2人の市長の発言に対して、両市長の発言は証人とし

てのものであって、政府の見解ではないと、わざわざつけ加えることまでし

たのであります。広島、長崎市長の核兵器の使用、威嚇は国際法違反との証

言の打ち消し役を自ら買って出たのであります。私はこの報道に接し、本当

にこれが被爆国の政府代表の言うべき言葉かと、怒りとともに情けなさを感

じたのであります。私たち館山市民は、核兵器の廃絶を訴え、館山市を平和

都市とすることを宣言しました。この館山市平和都市宣言の精神に立っとき、

到底日本政府の陳述は許されることではないと思うのであります。

そこで、市長の所見をお尋ねいたします。核兵器の違法性を主張した広島、

長崎市長の国際法廷における証言と、これをわざわざ否定した政府の陳述を

どう思うのか、その所見をお聞かせいただきたいと思うのであります。

次に、大きな第 3点、下水道事業団の違法談合事件について、市長の所見

をお尋ねをいたします。下水道事業団の談合事件の初公判が11月10日に東京

高裁で聞かれました。検察側は、下水道事業団の工務部長だった西川被告が

各社の幹事を集めて予定価格を口頭で読み上げていたこと、西川被告が業者

聞の受注調整の結果について上司の決裁を受けていたことなど、談合に事業

団自体が深く関与していたことを明らかにしましたが、西川被告は起訴状の

事実は間違いありませんとし、事実関係を認めたのであります。公共事業の

入札談合で発注者側の担当者が刑事責任を間われるというのは初めてのこと

だと言われますが、この問題は単に担当者の責任というにとどまらず、発注

者側である下水道事業団自体が談合に組織的に関与していたことが考えられ

るのであります。
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会計検査院は、日本下水道事業団の昨年度発注分の電気設備工事について、

本格的な検査を進めると報じられています。現在、談合問題の焦点になって

いる工事は電気設備工事でありますが、果たしてそれ以外の分野では下水道

事業団が談合に関与することはないと言えるでありましょうか。館山市が委

託した下水道事業団は、違法な談合で工事費をつり上げ、市財政に重大な影

響を及ぼすことがないと言えるでありましょうか。今回の談合事件を見てど

う恩われるのか、市長の御所見をお伺いしたいと思います。

次に、大きな第 4点、高齢者世帯への生活援護型配食サービスの実施やデ

イサービスの充実、整備についてお尋ねをいたします。新5カ年計画案では、

ひとり暮らしの高齢者の健康の維持、増進を図るため、生活援助型配食サー

ビスを実施しますとされています。今までいろいろ議論をしてまいりました

が、いよいよ実施を前提に具体的な検討に入ったのかなとも思うのでありま

すが、どのようにお考えですか。また、必ずしもひとり暮らしと制限すべき

ではなく、高齢者世帯など、必要な方々すべてに配食できるように配慮すべ

きではないでしょうか。

また、デイサービスについては、デイサービスセンターの設置を促進し、

デイサービス事業の充実を図りますとなっていますが、民間事業者任せでは

なかなか進まないのではないでしょうか。どのように進めようとお考えでし

ょうか。

いずれにしても、これらの事業は一刻も早く整備することが強く望まれて

いる施策だと思うのでありますが、どのようにお考えになっているのか、お

聞かせをいただきたいと思います。

以上、御答弁によりまして再質問をさせていただきます。

。議長(辻田 実君) 圧司市長。

(市長庄司厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの神田議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1、建築物の耐震診断についての第 1点目、木造家屋の無料耐震

診断制度の御質問でございますが、木造家屋の耐震診断につきましては、講

習会及び自家耐震診断のできるパンフレットの配布を行い、指導してまいり
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たいと考えております。また、耐震診断制度につきましては、県で設置いた

しました千葉県建築防災連絡協議会の推移を見守ってまいりたいと考えてお

ります。

次に、第 2及び第 3点目、市庁舎や学校等の公共施設、市営住宅の耐震診

断はどう考えているかとの御質問でございますが、昭和46年改定の旧耐震基

準以前に建築されました施設について、順次耐震診断を実施してまいりたい

と考えております。

次に、大きな第 2、核兵器使用禁止と平和都市宣言をした館山市の立場に

ついての御質問でございますが、世界の恒久平和と核兵器の廃絶は、館山市

民共通の願いであると強く認識しているところでございます。このため、平

成 4年には、核兵器の廃絶を訴え、世界の人々とともに手を携えて、かけが

えのない地球の恒久平和の実現を目指しまして平和都市を宣言するとともに、

本年 9月には、内閣総理大臣に対しまして、日本政府として中園、フランス

両国に核実験の即時中止を求めるよう要請したところでございます。

なお、ハーグ国際司法裁判所における広島、長時両市長の証言及び外務省

の陳述は、それぞれの立場での発言と認識しております。今後ともこの問題

につきましては十分な審理がなされるよう希望するものでございます。

次に、大きな第 3、下水道事業団の談合問題と市財政への影響についての

御質問でございますが、館山市が事業団へ委託する工事につきましては、事

業内容及び事業費について園、県及び市における審査を経た上で事業を実施

しておりまして、適正に執行されていると考えております。

次に、大きな第 4、高齢者世帯への生活援護型配食サービスの実施につい

て御質問でございますが、希望者のニーズを把握するため、ことしの10月、

民生委員により対象者の聞き取り調査を実施いたしました。この調査結果を

踏まえまして、平成 8年度実施に向けて検討しているところでございます。

また、デイサービスセンターの整備につきましては、施設整備費の助成等

により、民間施設の誘致を推進してまいりたいと考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。
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。20番(神田守隆君) 耐震診断の問題でありますけれども、 3月でした

か、 6月でしたか、市長さんは自分のうちが一番危ないうちの 1つだ、この

問題は人ごとではないということで、耐震診断の問題については真剣に取り

組んでいくというお話だったんですけれども、それにしちゃちょっと甘いん

ではないかなという点をちょっと感じるんですけれども、具体的に既に既存

建築物の耐震性の向上の促進等に関する通達ということで、 3月の29日付で

各都道府県に建設省から通達が出されているわけですけれども、その中では、

読んでいきますと、市町村というよりも特定行政庁ということで、そこにい

ろいろな耐震の診断をどう進めていくかという計画をっくりなさいよ、それ

を進めていく実施計画をっくりなさいということになっているわけです。そ

ういう点では、館山市はその特定行政庁との間で十分な連携をとりながらこ

れを進めていかなければ、実際には計画はつくれないと思うんです。ですか

ら、県で設置した協議会の推移を見守るということではなくて、市が積極的

にそういうところとの連携を進めていくということをしないと、現実には進

まないんじゃないかと思うんです。その辺ではもっと積極的にやる必要があ

ったんじゃないかな、またこれからやる必要があるんじゃないかなと思うん

ですけれども、いかがですか0

0議長(辻田 実君) 市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 先ほど市長の答弁の中で、今議員さんがお

っしゃるとおり、千葉県では建築防災連絡協議会一これは県の中で検討し

ているわけですけれども、この会議には各市町村、県の職員だけでなくて、

千葉県下の各関係者の連携のもとに検討しているということでございます。

そういった中で、先ほど申し上げました各市町村の計画がどのような形でな

されるべきかということも含めて検討されているのではないかというふうに

理解をしております。その結果を踏まえて県からの指導があると思います。

そういったことで考えております。

以上です 0

0議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) 指導があるまで待っているということじゃなくて、
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もう少し具体的に詰めていかないといけないと思うんです。

1つの具体的なテーマとして、耐震診断の相談窓口を市役所の中で設置し

ていますか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 設置をしておりません。

O議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 市町村で実はその耐震相談の窓口ーやっぱり住

民にとっては、役所でそういう窓口ができれば、そこに相談に行くというこ

とです。しかし、役所としては、相談に来られても、じゃ耐震診断をしても

らえる方一これは県で登録しているわけです。講習会をやっているわけで

すから、県は。どんどん耐震診断ができる人を一一定の建築の技術を持っ

ている建築士ですとか、そういう人たちに一定の講習をすることによって、

そして講習を受けた人を県が登録をして一登録しなさいという通達になっ

ているわけです。この近隣ではどういう方が登録されているのか。そうする

と、耐震診断の住民からの相談が来た場合に、市としてはどういう人を紹介

すればいいのか、そういうことが具体的に決まらなければなかなか進まない

わけです。横浜市がやったというのは、それを非常に制度としてうまくやっ

たということなんです。よく考えてみれば、 3月29日に出されたこの通達を

横浜市のやり方でやったということだと思うんです。

そういう点では、この通達の趣旨にのっとって、市町村で窓口をつくる。

そして、その窓口に来た方には、耐震診断のできる方、これが県に登録され

ているはずですから、そういう方との連携をとる、紹介をしていく、こうい

うことができるんじゃないですか。そういうことを県はやりなさいというふ

うに国から通達でなっているわけですから、県がまだできていないとかでき

ているとか、どういう段階にきているとか、市の方からせっつかなきゃなか

なか話も進まないことじゃないかと思うんです。いかがですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 来年度、市内の建築業者を主体として、対

象として講習会をやる。その講師には、県の精通した専門の職員の方を招聴
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して実施しよう、まずそれからやっていこうということで計画しております。

資格を持った方の養成ということでございますけれども、これから検討、協

議してまいりたいというふうに考えております。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) そうすると、千葉県ではまだそれらの講習をやっ

て一今まで既にやっていると私は聞いていたんですけれども、講習をやっ

ていないんですか。講習をやって、講習を受けたという登録をした人はいな

いということなんですか。信じられないことなんですけれども。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 県ではこれから取り組もうということで、

情報をつかんでおります。

以上です。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) 大分おくれているなということを感じるんですけ

れども、もう既にやっていると私も聞いていたものですから、やっている方

であれば、そういう方の登録がどういうふうになっているのか県に問い合わ

せをして、そういう方との連携をどうとるかというふうに議論を進められる

し、まだやっていないというんだったらば、そういう人たちを早くやるよう

に働きかけなきゃいけないと思うんです。いかがですか、その辺。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 議員御指摘のように、県での登録は現在してご

ざいます。講習を逐次やっておりまして、千葉県建築士事務所協会というの

がございまして、これは安房支部が44名、市内で16名という会員がございま

す。把握しておりませんが、全部一応最終的には有資格者であれば、当然県

の講習といいますか、認定といいますか、そういうのを受けた上で実施され

るというふうに考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君〉 館山市全体として進めていく上では、今その人数
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が何人必要か、市の立場からどのくらいの規模でということもあるでしょう

し、現実に進んでいるのは今どういう段階か、人がどれくらい足りないとか、

そういう議論がここでできないと本当はいけないんじゃないかなと思うんで

す。そういう点では、まだそこまで話が詰まっていないようなんですけれど

も、しかしそういうことを具体的に詰めて、連携を密にしながら、館山市と

しても住民からの耐震診断の相談について窓口を開いて、そしてその窓口に

対して実際の耐震診断の紹介業務、こういうことができるように早急に検討

できませんか。今日人とか何とかという人数でありましたけれども、そうい

うこともよく調査して、早急に検討をして、とりあえずどうするかという問

題もあるかと思うんですけれども、具体的な施策としてそういうお考えはあ

りませんか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 先ほどからお答えしておりますとおり、重

要な件でございますので、今後県の指導を受けて、その体制づくりに努めて

まいりたいというふうに考えております。

以上です。

O議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 一応この問題は市長さんも大分、人ごとではあり

ませんということで言われた問題ですし、多くの人にとって人ごとではあり

ませんという問題だと思いますので、ひとつ力を入れてお願いしたいと思い

ます。

次に、市役所とか公共施設の耐震診断についてもどう進めていくかという

ことで、具体的には倒壊危険度の高い建築物ということで、序列をっくり、

そして計画的にやりなさいということで、その序列のっけ方等についての通

達も出ているわけです。そういう中で、年次づけといいますか、何年度にど

ういうところをどこまでやるんだという、そういう大まかな考えとか、そう

いったものはいかがですか。館山市の公共施設全体についてはどのくらいの

規模があって、それはどういう年次計画の中で考えているんだということで

す。
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。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 今後のその計画はどのようにということで

ございますけれども、当面はとりあえず昭和46年に改定の旧耐震基準以前に

建築したものからやっていこう、そしてさらには順次その診断に向けて取り

組んでいこうということで、平成 8年度はこの昭和46年以前のものというこ

とで、 8件を予定しております。それから、さらには次の年度から順次やっ

ていくということでございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) どれがと言うと大変一倒壊危険度というところ

から考えるんでしょうけれども、こちらを急げばこちらが遅くなるという問

題ですから、なかなか難しい問題があるんですが、市営住宅の問題でちょっ

とお尋ねしたいんですけれども、那古ですとか船形、萱野、これは全部昭和

55年以前の耐震基準、那古が昭和53年か54年だったと思うんですが、今のお

話だと昭和46年以前のということですから、かなり前の一普通、旧耐震と

いうと昭和55年以前のことを言っているんですけれども、さらにその前の話

をしているようですから、これは大変なことだなと今思ったわけですけれど

も、市営住宅でさしあたっての問題としては、鉄製のドア、これが震災であ

かなくなる、避難ができなくなるということがよく言われるわけです。こう

いう点はどういうふうお考えになっているか。避難対策上検討すべきテーマ

ではないか。

それから、 3階建てあるいは 4階建てになっていますから、避難路の安全

点検、これはここしばらくやってないんでないかなと思うんですが、こうい

う点はどういうふうにチェックしているのか。住宅の管理者という立場から

責任があろうかと思うんです。それで、那古なんかですと、避難路は、窓ガ

ラスが割れると、そこに全部ガラスが落ちてくるような構造になっています

から、避難路に避難したら血だらけになりかねないということで、そういう

ガラスの飛散防止対策などという問題も当然考えなきゃならないんじゃない

か。

あるいは、 3階建て、 4階建ての場合、皆さん心配だと言っているのは、
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給水塔ですか、建物の一番奥に立っているこの給水塔の安全性というのはど

の程度のものなのか。極めて危険なんではないか、地震で揺れた場合。こう

いう点でどういうふうにお考えになっているか、お聞かせをいただきたいと

恩うんですが。

@議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) まず、 1点目の鉄製の扉の地震の際はというこ

とでございますが、この出入り口の扉につきましては、建築基準法によりま

して、集合住宅の場合ですと、 3階以上で 2階部分が 300平方メートルを超

す場合には鉄製の扉が義務づけられてございます。そういう中で、やはりお

っしゃいますように、これからその対策が必要ということで、それは避けら

れないというのが 1つございます。それと、さらに市営住宅の入居の際には

必ず住宅のしおりというのがございまして、それを地震のときはどうだ、あ

るいは火災のときはどうだということで、個々にお渡ししてお願いしておる

のが 1つございます。

それと、 2点目の避難方法でございますが、これにつきましては、今申し

上げましたように、入居者が入居をするときに入居のしおりをよく読むなり、

市の方からも助言をして、避難をしていただくというような方法をとってご

ざいます。

それと、 3点目のガラスの飛散防止でございますが、これにつきましては、

今後修繕工事等の対策をしていくわけでございますので、その中で早急に検

討、実施してまいりたいというふうに考えております。

それともう一点、給水塔はどうであるかということでございますが、今後

耐震診断をしていく中で、そういう部分も含めてやはり診断をしていただく

というふうに考えてございます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。20番(神田守隆君) 鉄製のドアについて、建築基準法上義務づけられ

ているというお話でございましたけれども、しかし逆にそのことが裏目に出

まして避難ができないということになっては、これは建築基準法の趣旨とす

- 74 -

‘ 

‘ 



るところと全く逆のことに結果がなるわけですから、そういうことで、どう

いう対策がというようなことでいろいろ議論もされているんだろうと思うん

ですけれども、私も詳しい内容がよく一今のところこういう方法があると

いうことがわからないんですけれども、当局の方でもぜひ検討いただきたい

というふうに思います。

それから、避難路の安全点検について、定期的に点検をしているんでしょ

うか。何かそういうことは余りされていないように私伺っているんで、こう

いう機会ですから、改めて避難路の安全点検とか、住宅管理者という立場か

ら、住民に対するやはり安全対策の周知ということも含めて考える必要があ

るんじゃないかなと思うんです。何年も避難路を使ってないとなると、さび

ついちゃって動かないとか、そういうふうなことも往々にしてあるわけで、

4階建ての市営住宅になりますと、地震が来たら、これはどうにもしょうが

ないなという、本当にそんな感じもします。非常に大事なことではないかな

と思いますので、その辺お聞かせいただきたいと思います。

。議長(辻田 実君〉 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 先ほど申し上げましたように、市営住宅の住ま

いのしおりというものを個々に入居時に配っておりますが、さらにやはり、

議員おっしゃるように、定期的に今後避難路の点検をしていきたいというふ

うに考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) 次に、平和都市宣言、核兵器使用の禁止の問題で

お尋ねをいたします。

私は日本政府のこの陳述は許せないというふうに思ったんですけれども、

市長さんはそれぞれの立場というふうなお話で、大分認識が違うなというふ

うに思ったわけですが、館山市の平和都市宣言という立場からすれば、この

核兵器の使用あるいは威嚇、こういうことは国際法上許されない、違反だ、

国際法に違反する、こういうことを明確に述べた広島、長崎、この市長の立

場と私は同じじゃないかなと思うんです。せんだって、新聞の報道でありま
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すけれども、同じような質問で千葉の松井市長も、核兵器廃絶という問題で、

私の気持ちは広島、長崎市長と全く同じだ、こういうようなことを述べたそ

うであります。

市長も、私は今までの経過から考えれば、今回そういうそれぞれの立場で

というような、こういう言い方はちょっと信じられな ~\o 率直なお気持ちと

してーーやはり私も本当に胸を打たれました。広島、長崎市長のあの証言の

文章を読ませてもらいましたけれども、本当に切々と訴えていました。やっ

ぱり被爆地の、そして自分の親兄弟、親類を失っている、そういう立場の市

長さんの切々たる思いが伝わってきましたけれども、まさにあれこそ本当に

被爆国日本の国民の声だというふうに思ったんです。市長さんはそれをお読

みになったのかどうかちょっとわかりませんけれども、多分お読みになって

いると思いますので、お読みになっているという前提なんですけれども、い

かがお考えか。そんなそれぞれの立場でというようなことではない。やっぱ

り市長さんの立場、市長さんのお考えとしてどうなのかということでお聞か

せいただきたいなと思うんです。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

。市長(圧司 厚君) 私の考え方は、先ほど申し上げました基本でござい

ますとおり、館山市民全部同じでございましょうが、恒久の平和を念願して、

そして生命、安全、この維持、確保を図るのが仕事でございます。使命でご

ざいます。そういう面から見まして、核兵器の使用、これはあってはならぬ。

核兵器そのものが要らないものです。あってはならぬ。今回はハーグの陸戦

規則に沿っての意見の展開ということでございまして、それを超えたものの

議論が当然行われるべきものだと考えておりますし、さらに一歩進んで、核

兵器を使ったことに対する意見が出ていましたけれども、もっと強く核兵器

そのものの廃絶を一一核兵器そのものをつくることもやってはいかんし、あ

れを全部捨てるまで、そういうところまで踏み込んで、そして国際的な論議

を巻き起こすべきだろう。また、私は日本人として一広島、長崎も行きま

した、何回も。あの惨状を見まして、国民的な感情として、これは非人道的

な兵器であるという見方を持つわけです。広島の平岡市長の考え方と同じで
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ございます。世界の平和のためにあってはならぬ兵器であるし、今後人類の

幸福のために廃絶すべきものである。これは世界の平和のために国際法をも

って即刻やるべきものだ、完全な国際法違反だ、そういう認識を持つもので

ございます。新聞、テレビで見たところでございますけれども、広島の市長

とぴったり同じでございます。

@議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) よくわかりました。ありがとうございます。

次、下水道事業団の違法談合事件でありますけれども、 6月の市議会のと

きには、公共下水道のこの問題では、今問題となっている電気設備の問題だ

けではなくて、他の事業分野についてもこうした談合があるいはあるんでは

ないか、下水道事業団がいわば組織的に関与したというふうにー今回の事

件の特徴でありますから、電気設備関係だけやって、ほかの関係はやらなか

ったというのはちょっと考えにくい。常識論ですけれども、こういうことが

出てくると思うんです。

そういう中で、 6月市議会では建設省の特別監察が今後行われるんだ、こ

ういうようなお話で御答弁があったわけですが、これは具体的にはどういう

内容についてどのような監査が行われるというふうに認識されておりますか。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 建設省の特別の監査の結果でございますが、公

明正大な入札制度を取り入れるというのが大きく出ております。その中で、

下水道事業団においては、公募型入札あるいは一般競争入札の金額を下げま

して実施をするという改正がなされてございます。

主なものは以上でございます。

。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守隆君) この下水道事業団の問題というのは、本当に信じ

られない、いわば公的な事業に対する信頼を著しく傷つけた重大な事件だと

私は思います。それだけに、今後もこうした問題について、どうやってこれ

をチェックしてこういうことの未然防止を図っていくのか、いろいろと知恵

を尽くさなきゃいけない問題ではないかなと思います。市がこれから公共下
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水道の事業に大変かかわっていくということもありますので、市当局におい

てもそうした研究を怠りなく、ぜひお願いしたいと思います。

最後に、生活援護型配食サービスの、この第 4点の問題ですが、平成 8年

度で実施に向けてということで、具体的な話が進んでいるようでありますか

ら、これは大変前向きなことで、喜ばしいことだというふうに歓迎したいと

思います。

デイサービスのことなんですが、 9月の決算でも、デイサービスについて

決算委員会の中で大分論議がされたように報告を受けましたけれども、デイ

サービスはそもそも 1週間に 2回デイサービスを受けられるようにしますよ、

それが在宅で頑張る方々に対するサービスということで、週 2回は実施しま

すよというのが老人保健福祉計画だったと思います。ところが、実際には始

めたときもう週 1回、ところがその後希望者がふえたために 2週間に 1回の

水準だ、これが 9月議会での決算報告の中で出された内容です。ということ

は、今の人数は、施設能力というのは、現実に今の需要量に対して 4分の 1

の施設能力しかない、こういう認識をせざるを得ないんですけれども、いか

がですか。

。議長(辻田 実君) 渡辺市民福祉部長。

。市民福祉部長(渡辺富雄君) 確かに今のデイサービスの現状を見てみま

すと、今議員さんがおっしゃったとおり、 2週に 1回、このベースで行って

いるわけです。館山市は火、金、この週 2回の割り当てということで利用を

、

図っているわけです。そういった状況の中で、確かに利用者の希望等を配慮 、
しますと、現状ではどうかな、不足しているというのが実態でございます。

先ほど市長からも答弁したとおり、民間の誘致を図るんだということで、既

に、まだテーブルに着いておりませんけれども、照会が何件か来ております。

そういった照会があるという実態、そういった実態を受けて、それが果たし

て実現可能かどうか、なるべく推進したいなという気持ちから、実現に当た

っては県の指導を受けて、努めて実現できるように推進したいというふうに

考えております。

以上です。
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。議長(辻田 実君) 20番神田さん。

。 20番(神田守陸君) このデイサービスについて、 70代のお年寄りが80

代のだんなさんの面倒を見ているということで、いろいろ知り合いになりま

して、お話を伺ったんですけれども、 2週間に 1回デイサービスが来てくれ

る。本当に館山市つでありがたいことをしてくれる。福祉のことで、本当に

館山市はありがたい。そのために、私は 2週間に 1回、自分がいろんな買い

物をしたり、自分の仕事を済ますことができて、こんなこと夢のようだって

言うんです。それが 2週間に 1回。私恥ずかしい気持ちの方が強かったんで

す。本当は 2週間に 1回じゃなくて、 1週間に 2回そうしてあげるというの

が我々が掲げた老人保健福祉計画でしたから、逆にそれだけ住民に喜ばれる、

本当にありがたがられるといいますか、求められている施策だということで、

私もぜひこの問題を一刻も早く実現ということで一民間の業者ということ

なんですけれども、民間の業者の場合には必ずしもうまくいかないというこ

とも一話が来たけれども、なかなかという問題もありますから、場合によ

っては公的な整備ということも含めて考えていかなきゃいけないというふう

に思いますので、そういうこともにらみ合わせながら、一刻も早い整備をお

願いしたいというふうに思います。

以上で終わります。

@議長(辻田 実君) 以上で20番議員神田守隆さんの質問を終わります。

次に、 10番議員宮沢治海さん。御登壇願います。

(10番議員宮沢治海君登壇)

。 10番(宮沢治海君) 私は、平成 7年館山市議会第4回定例会会議に当

たりまして、館山市民にとりまして早急に解決の策を講ずるべきと考えます

問題につきまして通告質問をいたします。既に本目、先輩、同僚各議員 5名

より質問がなされ、私が最後になります。その議論のうちにおきまして、私

の質問と重なる部分がありましたが、重要な問題と御理解をいただきながら

進めさせていただきます。どうか最後まで御清聴のほどよろしくお願い申し

上げます。

第1点目、商居街対策についてであります。バブル崩壊以来、 5年という
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長い日々が過ぎております。日本経済は真に瀕死の状態にあると言ってよい

と考えます。政府は、平成 5年10月を底に30カ月に及ぶ景気後退期を脱し、

緩やかな回復基調を示したと報じておりました。しかしながら、そのときど

きの経済指標の見通し等による訂正が相次ぎ、阪神・淡路大震災等の影響、

円高等による公定歩合 0.5%という最低の利率にもかかわらず、設備投資、

個人消費も依然伸び悩み、経済は停滞しているに尽きると考えます。

その結果といたしまして、商業、商居街を取り巻く環境も非常に厳しい状

況にあります。規制緩和、価格破壊という商業の構造的な変化、そして景気

という 1つの流れのうちにおける谷の部分が重なり、商庖街の存亡が問われ

ております。

規制緩和におきましては、ごく最近アメリカより要望のありました、昨年

運用基準を見直したばかりの大庖法の再度の見直しを初め、酒類小売販売業

免許基準、たばこ小売販売の自由化、医薬品販売、著作物の再販売価格の維

持制度の検討等があり、早急ゆえに、その対応策のとり得ない状況が現出し

ています。

また、価格破壊におきましては、 1つの形態としてディスカウントストア

があるわけですが、最近の庖舗売り上げ伸び率は11.8%であり、 2年連続し

て全業態の中で最高の成長率を達成しております。また、流通経路の見直し、

ナショナルチェーンによるプライベート商品の開発、円高進行による内外格

差の縮小等、価格破壊が進んでおります。大変厳しい状況です。

その厳しい状況から、地元館山市の商業の状況はと申しますと、先ほど本

橋議員からも発言がありましたように、平成 6年度統計調査を見ますと、小

売業におきまして15庖舗の減、卸業については16庖の減であります。大変厳

しい状況です。この実態は、議員の皆様方、また行政におかれましても、館

山市内に空き庖舗が目につくことからも歴然としております。

ならば、商庖街がそれだけの売り上げを上げているかと申しますと、売り

上げは前回に比べ 9.4%の増、 766億 5.000万となっております。しかしな

がら、この 766億 5.000万、大型庖の売り上げ予測より判断いたしますと、

商眉街の売り上げは、平成 3年度の売り上げ 700億より 6.2%減いたしまし
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て、 44億減をいたしまして、 656億と考えられます。売り上げにおいても減

ってきているというふうなことでございます。

確かに全国商庖街の96%が苦戦しておるわけですが、商庖街がまちづくり

の中心として消費者を引きつける魅力あるまちに変化しなければならないこ

とも事実でございます。

そこで質問いたします。館山市当局は商業の活性化及び商庖街対策にどの

ように取り組んできたのでしょうか。また、その現在の状況についてお聞か

せください。

2番目として、館山市の各商庖街がそれぞれの機能を果たさなければなら

ないのですが、とりわけ、まちづくりの中心的な地域を構成すると考えます

駅前、銀座通り高居街の対策はどうなっているでしょうか。

3点目としまして、 2点目と関連いたしまして、その空き庖舗対策はどう

なっているでしょうか、お伺いいたします。

第 2点目、観光問題についてお伺いいたします。去る 12月8日、海上自衛

隊第21航空群の御厚意により、ヘリコプターにより東京湾横断道路及び東関

東自動車道路の工事進捗状況を察することができました。横断道の橋の部分

5キロメートルは人工島まで完成、接続しており、トンネル部分の完成によ

り、 9年度の全線開通が目前に迫ってきたことが実感されます。また、金谷

より岩井までの 127号高規格道路にいたしましでも、部分供用が可能ではな

いかと見受けられました。もちろん、工事の進行に伴い、地質の変化、耐震

に対する基準の見直し、工法の見直し等により、おくれも今後十分考え得る

ことであり、引き続き関係市町村、関係団体等により、工事の円滑な進行を

要請、支援していかなければならないことも事実でございます。

なお、その変化の 1っとして、東関東自動車道の先端が 7月18日、木更津

南まで伸長してまいりました。木更津南より千葉まで30分で行き着くことが

できるようになり、大変便利であり、この南房総に大きな変化をもたらすこ

とも確実であります。このことは、観光を経済の活性化の中で大きな住とい

たします館山市にとりまして、この効果をいかに取り込むかが間近に迫った

問題であります。

4
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そのような折、千葉県より千葉県新観光基本計画、副題といたしまして

「おもしろ半島ちばの実現に向けて」が策定されました。その中で、国民の

観光意識としては、国民が、自分たちの暮らしぶりが、家計収支において伸

び率がなく、 1.1%の減であり、それにより生活の低下ももたらされている

という認識が増加している中で、今後の生活の力点を何に置くか、レジャー、

余暇生活を挙げる者が35.3%、今後 1年間くらいの聞に宿泊、観光レクリエ

ーションをしたいと思うのが77.0%を占めるなど、観光レクリエーションに

対する関心は非常に強くなっているものがあるとされております。今後は、

より自由時間の増大、高齢化の進展、価値観やライフサイクルの多様化、個

性化により、国民のレジャー、レクリエーションに対するニーズは大きな変

化を見せており、それにこたえていかねばならないとされています。

館山市は、エリア別観光振興基本構想の中では南房総エリアと分類され、

海や花など首都圏住民になじみ深く、県内では数少ない宿泊滞在型観光地と

して位置づけられております。館山市としては、道路問題の解消が近づく中、

観光に対する要求が高まる中、このニーズの変化等を的確にとらえ、この基

本構想、を積極的に生かしていくことが重要と考えられます。

質問の第 1点目として、この基本構想の策定に対し、館山市としてどのよ

うに対応していくのか、お伺いいたします。

2点目といたしまして、観光の目的が、ニーズの多様化、個性化によりま

して、海水浴を中心とした夏型より花を中心とした春型に変化しているが、

その対応は現在どのように講じているか、お伺いいたします。

第3点目、救急医療体制についてお伺いいたします。救急医療体制につい

ては、安房医師会病院建設につきましての問題の中で、 24時間救急医療体制

を組み込むことを構想とした問題として、この議場におきまして何度も取り

上げられてきました。地区別の救急患者の通報から収容までの所要時間別累

計比率の歴然とした差、また、当番医により行われている休日等の診療にお

ける小児科医療等専門医の不足等、その必要性は早急に解決すべき問題とし

て十分認知されながらも、その事業が市独自の事業としてではなく、広域的

に行われるべきものとしてとらえ、また、まずは安房医師会の問題であり、
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医師会の動きを見てからという判断のもとで、なかなか議論がかみ合わなか

ったのではないかと考えます。

確かに安房医師会においては、建物の老朽化、診療現場の狭険化、総合病

院的要素に欠ける、また救急への対応が限られている等により、住民のニー

ズにこたえていないという現実のもとに建設計画が進んできたわけでありま

すが、構成する医師の方々のそれぞれ目指す医療の違い等もあったのでしょ

う。新病院構想がひとり歩きをして、なかなか具体的な論議の場に出なかっ

たことも考えられます。しかし、医師として、地域の住民が安心していかに

生活できるようにその要望にこたえるか、真剣な議論があったのでしょう。

去る 3月の総会において安房医師会新病院構想の建設計画が翠認され、さら

に去る 11月7目、総事業費が45億円として資金計画が承認されたと聞いてお

ります。

また、我らが館山市議会においては、館山青年会議所より提出されました

救急医療施設を併設した安房医師会病院建設促進に関する請願書を全員一致

にて採択いたし、さらに地域医療問題調査特別委員会を設けて、その中にお

いて地域医療充実のために、救急医療体制確立のために調査活動に入ってお

ります。青年会議所の諸君は、救急医療体制の確立のために関係市町村に、

また各議会に請願、陳情を行ったと聞いております。そして、白浜町議会で

は建設促進が採択されたそうです。また、富浦町議会においても委員会にお

いて採択が決議されたようでございます。ょうやく具体的な論議がなされる

ようになってきたと考えます。今後は、安房医師会より正式に医師会病院の

建設に伴う協力、補助金等の要請がなされると聞いております。

そこでお伺いいたします。安房医師会病院の建設問題の動きについて、知

り得ているところをお知らせください。

また、広域圏の事務組合に付議された場合、その取り扱い、期限等につい

て、事務組合長であります館山市長庄司 厚様より予測できる範囲でお知ら

せください。

最後に、館山市長庄司 厚様の救急医療についてのお考えをお伺いいたし

ます。

qo 
no 



予算についてお伺いいたします。平成 8年度の予算編成の真っただ中にあ

り、各課、各担当と財政担当者、執行部と、真剣な議論がしのぎを削ってい

るところであろうと思われます。

さきに発表されました96年度政府成長見通しは、実質成長率を 2%台半ば

からとしております。しかしながら、 92年度から実績が大きく見通しを下回

る状態が続いています。 4年連続のゼロ成長が続いておる状態でございます。

一般には、大企業のリストラによる増益、天候要因でクーラーが売れたり、

パソコンブームで半導体の売れ行きがよいという現象もあるが、全体として、

これ以上景気は悪化しないという意味の明るさは出てきたが、先行きは明る

い材料はなく、依然として出口は見えない感じが強いと考えられるとしてい

ます。その結果といたしまして、右肩上がりの経済成長を前提とした財政シ

ステムも危機状況になり、大蔵省も財政危機宣言を発表する事態に至ったわ

けであります。税収は 5年連続して前年割れをすると見られ、 1996年度も回

復は望めない。一方、歳出は福祉を初め財政需要が強いため増加傾向にある。

その結果、 96年度予算では赤字額が約11兆円に達する見込みで、このままで

は財政は破綻しかねないと言っております。

館山市を取り巻く環境も決して楽観できるものでなく、厳しいものがある

と考えます。まず、予算規模におきましては、これまで一般会計においては

拡大、積極的な予算が編成されてきたと考えます。平成 6年度は対前年 102

.3%、 7年度は 101.0%の規模です。しかしながら、歳入におきましては、

40%を占める地方税も本年度は1.3%減で組んであり、平成 6年度は 4.9%

の減であると考えます。この厳しさは来年度も継続するでしょう。しかも、

国の財政の厳しい状況は館山市にも当然として影響を及ぼすでしょう。しか

しながら、先ほど申し上げましたように、行政に対する要求は、過疎化、高

齢化の中で要望がありますように、また先ほどいろいろの議員から要望があ

りましたように、経済、福祉、医療と、要求は増大、多様化しております。

また、館山市は現在、上下水道事業、西口区画整理事業、ウエルネスパーク

計画、橋上駅舎建築と、大規模事業が多く継続しております。このうち、予

算の流れの 1っとして性質別歳出で見ますと、経常的経費につきましては、
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6年度は対 5年 2.3%の増、本年度では 2.6%の増である。一方、投資的経

費は、 6年度は対 5年 4.5%の減、本年度では 5%の減と考えます。歳入減、

大規模継続事業のある中で、財政の硬直化が懸念されます。

質問の第 1点目として、そのような状況の中で、いかに市民の要望にこた

えるべく予算を策定中なのか、その編成方針をお聞かせください。

2点目として、次第に地方債に依存する割合が高くなると考えますが、現

在の地方債の現在高と公債費比率についてお知らせください。

以上が私の通告質問でありますが、質問の内容が重なりましたことを御容

赦いただき、御答弁によりまして再質問させていただきます。

。議長(辻田 実君) 庄司市長。

(市長庄司 厚君登壇)

。市長(庄司 厚君) ただいまの宮沢議員の御質問にお答えいたします。

大きな第 1、商庖街対策についての御質問でございますが、現在館山銀座

商庖街振興組合において、商工会議所、館山市、コンサルタント等とまちづ

くり委員会を組織し、魅力ある商庖街形成について調査を継続しております。

今後それらを踏まえまして、関係機関と協議しながら、活力あるまちづくり

を進めてまいりたいと考えております。橋上駅舎の完成後につきましては、

消費者ニーズにこたえられる良好な商業環境づくりを検討していく必要があ

ると考えております。また、空き庖舗対策としまして、地元商庖会が中心と

なり、物産品等の庖頭販売やイベント等を行うなどのにぎわいのあるまちづ

くりを関係団体と協議、検討しているところでございます。

第2の観光対策についての御質問でございますが、近年の観光客のニーズ

の多様化、円高による圏外旅行の伸び、経済不況によります消費低迷など、

圏内旅行を取り巻きます状況は非常に厳しいものがございます。このような

状況の中で、南房総地域は、東京湾横断道路や館山自動車道の開通促進によ

り、さらに多くの観光客が見込まれております。千葉県の次期 5カ年計画で

は、南房総地域整備の方向として、リゾート環境を生かした個性的、創造的

な交流が展開される地域の形成が示され、観光振興施策が検討されておりま

す。館山市も同計画の策定段階より各種の要望を重ねてきたところでござい
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ます。館山市といたしましては、通年型、滞在型観光地を目指しまして、温

暖な気候や豊かな自然を活用した観光資源の開発、受け入れ施設の整備など、

千葉県の計画と整合を図りながら推進してまいりたいと考えております。

第 3の救急医療問題についての御質問でございますが、安房医師会病院建

設計画の進捗状況につきましては、御意見のとおり、本年 3月に開催されま

した安房医師会総会におきまして、新医師会病院等建設に関する建設委員会

報告が承認されました。また、去る 11月7日に安房医師会臨時総会におきま

して、安房医師会として資金計画が承認されたと伺っております。館山市と

いたしましては、既に安房医師会病院建設予定用地の無償貸与を予定してお

ります。今後、これら資金計画が出ました安房医師会総会の結果を踏まえま

して、関係市町村等とともに検討を進め、協力してまいりたいと考えており

ます。

次に、救急医療についての御質問でございますが、鈴木順子議員にお答え

いたしましたとおり、新病院は地域中核病院として機能強化を図り、かっ救

急センターを併設した計画と伺っております。

次に、第 4、新年度予算編成方針についての御質問でございますが、平成

8年度予算につきましては、館山市基本構想で定めました「活力ある文化福

祉都市Jの実現に向けまして、各種施策の優先順位の厳しい選択の中で、上

下水道整備事業、県立文化ホール周辺整備事業等の継続事業に加えまして、

防災対策事業、館山駅周辺市街地整備事業、ビーチ利用促進モデル事業の促

進などを重要課題といたしまして、さらには各種事業の推進、福祉の向上、

教育、文化、スポーツの振興等の実現に向けた予算の編成に取り組んでまい

りたいと考えております。

第4の小さな 2につきましては、総務部長より答弁申し上げます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 平成 6年度の市債といいますか、地方債残高は

144億でございます。このうち約70%に当たる額が交付税措置される、こう

いうことでございまして、できるだけ有利な起債、交付税措置等の財源措置
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のあるものを借り上げるように心がけております。

それから、平成 6年度末の公債費の負担比率でございますけれども、 13.4 

%でございます。

以上です。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

。 10番(宮沢治海君) 商底街についてお伺いします。

先ほど申しましたように、商庖街は全国に 1万 2，000ぐらいあると思いま

す。その中で96%が売り上げ減少もしくは停滞しているわけでございます。

商環境激変の中で、特効薬はなく、大変厳しい。成功がおぼつかないような

試みについても行わなくてはいけないような状況にあるかと考えております。

その中で、商店街の対策と行政の対応についてお伺いいたします。

商業に携わる者は、お客さんのためと申しましょうか、一生懸命、朝は朝

星、夜ほタ星と申しますか、働くわけでございます。しかし、その一日

を過ごす中において、その大きな流れ、経済の流れとか、そういったものに

対iしてなかなか敏感に対応できないような状況があると私は考えるわけでご

ざいます。そこで出てくるのが組合ですとか商工会議所ですとか、そして行

政ではないかなと考えるわけでございます。つまり、個庖の発展のためには

一生懸命やる。しかし、規制緩和、価格破壊もしくは大型庖との競争という

ことになりますと、なかなか対応できない部分がある。それはやはり行政の

中でしっかりと対応してくれなくては困る。しかし、行政の対応の中におき

ましてどういった対応がありますかというと、私が考えるに、押しつけ型の

対応もあるでしょうし、要請型の対応もある。支援型の対応もある。先ほど

伺いましたまちづくり委員会は、いわゆる要請と支援とが一緒になってやっ

ているんではないかと考えているところでありますが、その結果がどうあり

ましたかといいますと、現実の商庖街の姿ではなかったか。真綿で首を締め

るように、徐々に徐々に沈滞していってしまった。

そこで、私はいま一歩、商業者も一生懸命頑張るが、行政の方に足を運ん

でいただき、いわゆるデスクワークだけではなく、本当にまちづくりを考え

ていくことが必要ではないかなと思っているわけでございます。いわゆるス
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テージはっくりました。さあ、最後は商業者の方が決断をして飛び込んでく

ださい、お金をつくってくださいと言われましでも、なかなか飛び込めない

のが現実でございます。その場合において、ステージはつくったし、いろん

な条件は教えてきたし、情報は流してきた。それをやらないのは商業者の責

任だよということで見放してしまいますと、それ以上進まないのが現状では

ないか。そこで、いま一度行政の一商工観光に携わる職員の方々と言って

は大変失礼ですが、やはり行政がいま一度まちづくりの中心になって、一緒

に汗をかいてやろうよという気持ちになることが大事ではないかと思います

が、まず 1点、大きく飛び込むことが必要じゃないかということを発言させ

ていただきます。その対応についていかがで、しょう。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) とにかく商業が活性化するということ、そ

れはやはり消費者の皆さんに足を運んでいただくことだと思います。その際、

じやどういう対応が考えられるか。同じ商業の振興活性化といいましでも、

いわゆる商庖街という 1つのエリアを示す、そこでの考え方と、それからそ

れぞれの、個々の商店一個屈でございます。そこでどういう対応、対策を

とるのかというようなことが考えられると思うんです。いわゆる商庖街とし

て考えました場合には、楽しく安全に買い物できる環境づくり一一これは駐

車場対策も含めてなろうと思います。個々の商庖ということになりますと、

いわゆる豊富な品ぞろえとか、適正な価格とか、そういうふうなものが求め

られてくると思うわけでございます。私ども行政がかかわっていく部分とい

いますと、いわゆる商居街というエリアでございます。そういう環境づくり

という部分になってくるのではないか。

そういう意味で、先ほど市長の方からもお答えしましたとおり、これは銀

座商庖街振興組合でございますけれども、まちづくり委員会という中に、こ

れは組合はもちろんでございますが、商工会議所、それから私ども館山市、

それにコンサルタントが入りまして、いろいろと一本当にお互いに言いた

いことも言い合おうというようなことで進めているわけでございます。宮沢

議員さんの方から行政も足を運んでというふうな、そういうお話でございま
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すが、今までもそういうつもりできておりますし、今後もその方向で一一ど

んな対策というのは非常に難しい部分もございますけれども、そういう話し

合いの中からよりよい方策を見つけてまいりたい、このように考えておりま

す。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

@1 0番(宮沢治海君) 商庖街対策を考えます場合において、この館山市

の中において商庖街がどういった位置を占めているか、これが商居街が一一

駅前商庖街をとりましでも、あそこが閑散化してきますと、空洞化してきま

して、にぎわいのない、魅力のないまち、地域になってしまう。商庖街だけ

でなく、大きな地域の中でどうあるべきかと考えていくべきでないか。よく

まちづくりは人づくりと言われます。それは多分に、商業のまちにおいて、

いわゆるリーダーシップを持った、情熱を持った、判断力のすばらしい人が

出てきて、それが商庖を引っ張っていくと言われています。しかし、それに

対応しまして、やはり行政の周りでも、あの男がいたからこのまちがよくな

った、そういう事例もあるように聞いております。行政の中であの男があれ

だけ動いた、あの男がまちの中をひっかき回したよ、それによって変わった

という事例もあると聞いております。そういった面で、今大変苦しい状況に

商庖街があるわけでございますので、方式とその精神面とをもう一度整合さ

せまして取り組んでいくことが必要かなと思っております。

その中において、 1つの切り口といたしまして、先ほど空き居舗対策とい

うのを私出させていただきました。この空き庖舗比率が、全国の商庖街のう

ち、全然空き店舗がないよというのは16.3%、あとは空き庖舗比率が 5%、

20%あるというのが全体の50.5%、全国平均の空き居舗率は 8.8%に達して

いるわけでございます。そうしますと、この商底街対策の中で今大きく取り

上げられているのはこの対策でございます。二、三例を申しますと、樟市で

は、商居街振興組合がショップパンクという情報拠点をオープンして、空き

庖舗を利用した実験屈を行っている。和歌山商工会議所では、空き底舗対策

事業として、空き庖舗を賃借し、お好み焼き居、ニット製品、リトグラフ等
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の小売店を聞いた。居舗の賃借料は商工会議所が負担し、実際の商売は専門

の業者へ任せる。また、甲府商工会議所はチャレンジ庖舗を開設した。これ

は具体的な空き底舗対策としてあるわけでございますが、先ほど答弁の中で、

今後考えているとのことだったですが、どのようなふうにどのような規模で

考えておられますでしょうか、わかります範囲内でお願いしたいと思います。

O議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君〉 空き庖舗がございますと、その商庖街は非

常にさみしいというふうな、そういう感じを受けるわけでございます。先ほ

ど市長答弁で申し上げました空き庖舗対策でございますが、これは商庖街振

興組合が中心になりまして、空き庖舗そのものをお借りするということでは

なく、その軒先といいましょうか、庖頭をお借りして農産物等の販売を行い

たいというようなことで検討を進めている。農産物等の庖頭販売といいます

と、同業の方も組合の中にはおいでになるわけでございますけれども、それ

を超えてそういう検討をされているということで、まだ詳細については私ど

も伺っておりません。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

。 10番(宮沢治海君) 私は商工会議所とか商居街組合として名前を挙げ

ましたんですが、行政が直接にタッチしているところもあるように聞いてお

りますので、その辺の研究をしていただきまして、物品の販売等ではなく、

絵画の展示会ですとか、老人大学の作品の展示会とか、いろいろのものをや

っていくことが大事かなと思うんです。 1つの例といたしまして、館山市は

あそこに銀座商庖街振興組合がビルを持っているわけでございますが、あの

中でいろんな催し物をやりますと、かなり人が集まってきます。この間絵画

の展示会をやったときには、 1日に何百人という方が集まってきたというこ

とを聞いています。そういったふうに、物産だけではなく、地域コミュニテ

ィの集まりとしても使っていくことが必要ではないかなと思いますので、さ

らに行政の方でも足を運んで物にして、商庖街活性化につながる 1つの切り

口として大事じゃないかなと思っているわけでございます。

-90 -

、

、



私は駅前を取り上げさせていただくわけでございますが、駅前にたしか16

メーターの計画道路があったと思うんですが、その進捗状況と、そしてまた、

先ほど市長答弁の中にありました橋上駅舎ができると、西口と東口ができる

わけでございます。その影響によります東口の影響がどのようにあると考え

るか、お伺いしたいと思います。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 16メーターの拡幅といいますか、街路事業

についてでございますが、これは国の補助事業として実施しようということ

で、現計画幅員は12メーターでございますけれども、買い物環境等を考慮し

ますと、 16メーターにして、歩道を両サイド 3.5メートルずつ確保しなけれ

ばということで、 16メートルということで地元の方とも話したわけでござい

ますが、これを国の補助事業として実施します場合に、皆さん方の同意がど

の程度形成できるのかということで、なるべく 100%に近い同意がないと、

事業認可をしながら、あわせて計画変更もしていかなければいけないという

ことでございましたんですが、なかなか同意が、コンセンサスが得られにく

いというようなことで、先ほども申し上げましたまちづくり委員会の中で、

その辺の見通しも含めて現在検討をしているというところでございます。

それから次の、自由通路ができまして東西がつながった場合、東口にどの

程度の影響が出るかということでございますけれども、現在のところそうい

う試算はいたしてございません。特に、まだ西口の場合にはそういう大きな

商業集積というものが一一仮に開通した段階では、そう大きな商業集積は見

込めないのではないかな、その程度の認識しか私ども持っておりません。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

。 10番(宮沢治海君) 西口にははっきり言いまして商業集積が欲しいわ

けですが、今のところはできないというーなかなか影響等は見込めないと

思いますが、しかしながら、人の流れが変われば商居街の影響は大きいとい

うのは事実でないかと思います。

その中で、では橋上駅舎ができたことで、東口の商庖街においてメリット
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になることは何かなと考えていくことも大事かなと思います。私が先ほど道

路のことを聞いたのは、いわゆる買い物をするお客様がいかに安心して楽し

く買い物をできるか、そのためには道路事情もよくしなくちゃいけないよ、

交通事情もよくしなくちゃいけないよということの一端があそこの拡幅にあ

るかなと思っているわけでございます。そういったものの解決の 1っとして、

橋上駅舎の開設による影響をうまく利用できないかと考えるものでございま

す。それは、橋上駅舎ができる上において、パスとかタクシーとか、そうい

ったものは西口に回すことも多分に一一パーセントにもよりますでしょうけ

れども、回すことができると思います。かなり交通事情が変わってくるんで

はないかなと思います。

私考えますに、駅前通りを一毎日は無理でしょうけれども、 1週間に 1

回、 1カ月に何回か一一いわゆる西口を開設したことにより、パス、タクシ

ーが、また一般の自動車が向こうから発着可能になった。そうなれば、駅前

の方、現在の東口をいわゆる歩行者天国というか、車を通さないでやること

もできるのではないかなというふうに考えるところでございます。もしかし

て橋上駅舎の開設が何年後かになるかもしれません。そのとき、パスが向こ

うへ行ったら、じゃ今度東口に歩行者天国ができるよ。歩行者天国ができた

ときにおいては、先ほど申しました空き庖舗対策がうまくいきまして、シャ

ッターが閉まっているところは一軒もないよ。全部シャッターがあいてお客

さんが来るのを待っている。そして、道路の真ん中で座って、木が植わって

いるところ、テープルの中で楽しく買い物ができる。それも東口の商庖街対

策の 1つではないかなと思いますが、いかがでございましょうか。

。議長(辻田 実君) 三平建設部長。

。建設部長(三平孝司君) 主要幹線道路の歩行者天国の交通どめといいま

すか、そういうものになると思うんですが、当然館山駅を中心といたしまし

て路線パスが発着してございます。そういう中で、やはり路線パスの経路が

迂回できるような措置がないと、なかなか歩行者天国といいますか、そうい

うものは県の公安委員会では認めがたいというようなことが言われますので、

そういう迂回路は現在のところございませんので、非常に困難じゃないのか
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なというような気がしてございます。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

。 10番(宮沢治海君) 橋上駅舎ができたときに、市民が、商業者が、み

んなが喜んで迎えたい、そういった 1っとして案を出したわけでございます。

この路線パスの問題、またいろんな交通どめの問題につきましては、秩父市

というところは大変行政、警察、みんな協力的で、何かバザールとかをやり

まして、大変うまくいっているというふうなことを聞いておりますものです

から、その辺の研究もしていただいて、商庖街の活性化に向けてさらに行政

の力をいただきたいと思っております。

観光についてお伺いします。昭和60年度の海水浴の観光客は47万 7.000名

いた。全体の32.4%を占めていた。平成 6年度は36万 3.000名で、 20%にな

ってきている。このような流れの中で、具体的にイチゴ狩りとか花とか、そ

ういったものがふえてきたんじゃないかと思って、これは自然発生的にふえ

てきたと言われればそうなんでしょうけれども、館山市はその流れを的確に

つかんで、イベントとしてどのように扱っているかとか、大事じゃないかな

と思っております。 176万ですか、平成 6年度は。数を分類して、どのよう

に今後取り組んでいくのかということをお伺いします。例えばとして、本年

度いちご刈りの数字が昨年に対して下がったというふうな事実があるわけで

ございますが、ではその下がったという数字に対して行政としてはどのよう

に取り組んでいくか。下がったのか、じゃ仕方がないな。結果をとらえてこ

の次はどのように取り組んでいくかというふうな、 170万、 200万という人

数に対する取り組み方をどのように考えていますでしょうか。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 入り込みでございますが、宮沢議員さん御

指摘のように、昭和60年は海水浴客が47万 7.000-今お示しになった数字

でございますが、その当時、いわゆる花摘み園といいますか、花を見におい

でになるお客様が約 9万 8.000人、イチゴ狩りが 6万 2.000人、こういう数

字があるわけでございますが、これを平成 6年で申し上げますと、海水浴客
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が36万 3.000人に減ってきておるわけでございますが、いわゆる花を見にお

いでになるお客様が16万人、それからイチゴ狩りが今お話ございました約19

万 6.000、夏の海水浴のお客さんの減った部分を春の花とイチゴのお客さん

がカバーしている。今後、やはり海も大事でございますが、海水浴も大事で

ございますけれども、 1つのこれからの方向といたしましては、こういう花、

イチゴ、特に花という部分に焦点を当てて、いろいろなそういう誘客につな

がる方向を考えていきたい、このように思っております。

それから、イチゴ狩りのお客さんがたまたま減少いたしましたけれども、

はっきりした理由がちょっとわかりにくい部分もあるんですが、イチゴの供

給が追いつかなかったというような部分も理由の 1つに指摘されているわけ

でございます。そういう中で、市といたしましでも、県事業、県の補助事業

等を取り入れまして、実際にそういうイチゴ狩りにつながるハウス事業をや

りたいという農家の方に市も助成をしながら拡大をしておりますので、十分

そのイチゴが供給できるようになれば、それはお客の増につながってくるの

ではないのかな、そのように考えております。

以上です。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

。10番(宮沢治海君) 200万近くのお客様が来るわけでございまして、

それをどのように迎えるかといった場合におきまして、やはりシミュレーシ

ョンをしていくことが必要ではないかと思います。夏はこういった対策を通

じて何万人ふゃそうとか、春はイチゴ狩りが減ってきたらどういうふうにや

ろうか、そういう 1つのシミュレーションをきちんとしていって、全体的な

増として 200万一一これは結果として 200万集まりましたというふうな数字

じゃなくて、結果じゃなくて、見込みとそれにきちんと基づいて調査したり

分析したりしていくのが大事かなと思っております。

その中の 1っとして、ハードの問題としてお聞きいたしますが、この辺で

すと、富浦とか三芳に道の駅というのがあります。あれはどういったふうな

関係でおできになるのか、まずお聞きしたいと思っています。私としては、

道の駅が大変ー枇杷倶楽部というのが大変数字を集めているというふうな
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感じがいたしますし、また今後は鴨川でも物産館的なもの、また千倉でもそ

ういったものができます。拠点として館山市にもそういったものが早急に必

要ではないかなと思っています。たしか舘山市ではマンガ共和国ということ

で発表されまして、大いに期待するべきものがあるし、また相浜でも物産館

ができていくという、総合的な一一いわゆる駅前にある観光案内所ではなく

て、いろんな総合的な案内をする道の駅的なものがぜひとも館山市には欲し

いのではないかな。これは金額として何百億かかったりするものではなくて、

できるものではないかなと思いますので、それはどこが管轄してつくってい

るかどうかというのと、どういうふうに取り組んでいくかということをお聞

きしたいと思います。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 道の駅は、これは一応登録という形で、登

録をいたしますと、ロードマップに、道路地図にその所在地が記載されます

し、また道の駅というパンフレットにも掲載をされるということでございま

すが、この道の駅の登録要件ということでございますが、まず設置場所が他

の道の駅との適正な位置にあるということと、それから設置構成でございま

すけれども、無料で利用できる十分な駐車場とか清潔なトイレが必要ですよ

ということ。それから、提供サービスといたしましては、駐車場、トイレ、

電話が24時間利用できる体制であるということと、それから案内サービス等

をする場合には原則的に案内人が必要です。それから、設置者は、案内サー

ビス施設については市町村ないしはそれにかわる公的団体というような、そ

ういう要件がございます。これ単独で設置をするというのは一今までつく

られております道の駅を見ますとそうではございませんで、富浦にございま

す枇杷倶楽部、それから三芳の土のめぐみ館でございますか、そういう物販

機能とあわせて、そこで観光の情報案内もするというような形でできており

ます。

館山市といたしましでも、県の今回の次期観光10カ年計画ですか、それと

県の次期 5カ年計画の中に広域観光の、そういうサービスの拠点というよう

な、そういうものをつくっていくというようなものもございまして、館山市
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としてもそういう設置について要望しているところでございますが、そうい

う施設に併設をする、そういうようなことで考えてまいりたいし、それとい

ま一つは、平砂浦方面に一これは県にも一部お願いしている事業であるわ

けでございますが、駐車場、トイレ、それから電話というような、そういう

施設も現在考えているわけでございますので、可能であれば、道の駅のそう

いう要件をそういうところでクリアして、登録ができるのではないのかな、

このように考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

@1 0番(宮沢治海君) 今の答弁の中にありました枇把倶楽部ですか、あ

そこは株式会社とみうらですか、第三セクタ一方式で、今まで役所にいた方

が駅長さんとか何とかをやっているというふうな形で、そういうふうな取り

組み方も当然にこれから観光客が多く来る場合において必要かと思いますの

で、ぜひとも実現させていただきたいと思います。

その中で、滞在宿泊型というふうに南房エリアが設定されたわけでござい

ますが、現実的には館山市は宿泊者の数が減ってきているのではないかなと

思いますが、その対策はどのようにとっていくのか。施設の方です。たまた

ま館山市は鳩山荘という国民宿舎一一私なんかはアンテナショップかなとい

うふうに思って見ているわけなんでございますけれども、一番宿泊者の声を

聞く状況にあるんじゃないかと思いますので、その辺も含めて、またその近

くには館山国民休暇村という全国でも人気度がベストスリーに入るぐらいに

大変引き合いが多い宿舎もあるようでございますけれども、これから宿泊型

としまして館山市の業者がどのように進んでいったらいいのか、御研究のほ

どはどのようになっていますか。

。議長(辻田 実君) 小沼経済環境部長。

。経済環境部長(小沼 晃君) 御指摘のように、宿泊者は平成 5年、 6年

と減少をしてきております。これは、全体的に見ますと夏場の季節民宿が減

ってきているというようなことで、いわゆる収容能力そのものも減少してい

るという部分もあると思いますし、バブル崩壊以降のやはり不況、いわゆる
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消費の控えといいましょうか、手控えといいましょうか、そういう部分もあ

るのではないかなというふうに考えております。今鳩山荘の例を御指摘いた

だきました。鳩山荘は、 5年は非常にいい数字が出ておるわけでございます

が、これは他の 2つございます公共的な施設が工事等で、すりかわった部分

がございますので、現実的にはやはり 5年、 6年、一般的な傾向と同じ影響

を鳩山荘も受けている。これは、県内にございます国民宿舎は全般的に同じ

ような傾向でございます。

そういう中で、今お話の出ました国民休暇村では、いわゆる自らの施設の

中で企画商品的なものをつくりまして、例えばステンドグラスの講習会とか、

つい最近はコンサートの電車を運行したとか、そういうふうなことをされて

おります。大変御努力されているということではないのかなと思いますが、

これはやっぱり地域間競争というふうな部分も当然ございますので、それぞ

れの地域でやはり他の地域と少し違うというような、そういう差別化を進め

ていく必要があると思いますし、道路事情がよくなりますと、やはり滞在型

ということになりますと、そこに滞在しても、魅力のあるものがなければそ

れはできないわけでございますので、今後はやはりそういう部分で何らかの

お客さんをこちらへ引き寄せるといいますか、そういう施策を考えていかな

ければならないんじゃないか。これはやはり行政だけではできない部分もご

ざいますし、そういう受け入れ施設、それから関係の業者等と協議する中で

そういう方向づけをしていきたい、このように考えております。

以上でございます。

。議長(辻田 実君) 10番宮沢さん。

。 10番(宮沢治海君) 宿泊施設につきましては、先ほどどなたかの御答

弁にありましたように、いわゆる近代化資金的なもので、 1. 000万に枠を広

げて、大きく借りられるように平成 8年にするよというふうなことで、ハー

ドの部分でもよろしいでしょうし、またホスピタリティーというものをどん

どん、どんどん大事にしていくことも大事かなと思っております。

その中で、私が大変すばらしいなと思っているのを 1つだけ言わせていた

だきますと、館野小学校前で、あそこに市役所の職員の方々が減反地を利用
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してヒマワリを植えて、大変すばらしい環境をつくっている。ああいうふう

に地域が観光とか一観光というか、そういった面で地道な努力をすること

が観光地として脚光を浴びていくことになるかと思います。これはイチゴ狩

りの場合におきましでも、ただイチゴ狩りだけでなくて、あの辺でポピーで

すとか菜の花、もしくはスミレとかレンゲとか、そういったものがこういう

減反地の中でされていけば、すばらしいイチゴ狩りに来た方たちも春が味わ

えるんじゃないかなというふうに考えているところでございます。

次に、医療の問題でございますけれども、これは十分今後広域の方で論議

されていかなくちゃいけないかなと思うんでございますが、私は最近特に気

になったことがございます。それは救急過陳という問題でございます。館山

市が薫り高い文化福祉都市と言いながら、救急過疎であるというふうなこと

は大変恥ずかしいことではないかなと思っているわけでございます。そし

て、今後これが広域の方で論議されるわけで、その中におきましてはぜひと

も一一経営ということが出てくると思います。経営ということが出てくれば、

広域の中でも十分に才能を持った方がいらっしゃるでしょうから、やはり委

員として公認会計士さんとか税理士さんとか、そういった方を登用して、健

全経営に向けて医師会病院がどのように、また救急医療がどういうふうにあ

るべきか等を考えていかなければならないかなと思っています。

財政について 1点だけ最後にお伺いしたいと思います。大変厳しい状況に

あるというわけでございますけれども、先ほど脇田議員の中で、国債の残高

が 220~包になって、国民 1 人が 180万円になるというふうなことも出ました

ですが、果たして大規模事業を重ねた館山市におきまして、その公債残高の

ピークは何年後にどのくらいになるのか、果たしてそのとき財政需要がどう

いうふうになっているのか、しっかりとこたえられるかどうかということを

お聞きしたい。

そして最後に、住民の負託に十分こたえる行政を行うことは当然に求めら

れているわけでございますが、地方公共団体の財政担当者の努力が従前にも

増して必要とされていることは事実でございます。その中で、硬直化の中で、

平成 8年度が館山市に魅力ある、夢を得るような予算になることを願ってい
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るわけでございます。その辺のことを最後にお伺いしまして、最後の質問と

させていただきます。よろしくお願いします。

。議長(辻田 実君) 神子総務部長。

。総務部長(神子純一君) 今御指摘の起債制限比率が何年度にピークにな

るかという御質問でございます。私ども、議員の御指摘のとおり、非常に厳

しい財政状況の中で、シミュレーションを平成12年度までにわたりましてや

ったところでございます。確かに経済状態等ございまして、税収の見込み

が、非常にその見通しがつきにくいんですけれども、そういう中で固定資産

税一これは平成9年度に改定もあると思うんですけれども、そういういろ

いろな不透明あるいは不確定な要素がある、そういう中でシミュレーション

しましたのが、平成10年が起債制限比率が13.7%、これが一番ピークになる

のかなということでシミュレーションをかけてございます。

それと、先ほどちょっと私一一宮沢議員の質問の中で、 144億の地方債の

残高がある。その中で交付税の対象になる額が約 7割ということで、 100億

近いものが交付税の対象になる、こういうことでちょっと確認ーもし交付

税の対象ということが抜けていたら、その辺のところは訂正させていただき

たいと思います。

以上でございます。

O議長(辻田 実君) 以上で10番議員宮沢治海さんの質問を終わります。

以上で通告者による一般質問を終わります。

散 会午後4時 25分

。議長(辻田 実君) 本日の会議はこれにて散会といたします。

なお、明14日は議案調査のため休会、次会は12月15日午前10時開会とし、

その議事は各議案の質疑を行います。

この際申し上げます。各議案に対する質疑通告の締め切りは12月14日正午

でありますので、申し添えます。

。本日の会議に付した事件
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1 行政一般通告質問
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